
【資料４】

門真市第９期高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画の進捗状況について
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【目次】

１.各推計値について・・・３

２.基本目標について・・・１２

３．各指標について・・・３１

（注意）

各表中の金額は、原則として単位未満を四捨五入して表示していることから、合計額

と内訳の計が一致しない場合があります。
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（１）高齢者人口の推計（実績は各年10月１日現在）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

（２）要支援・要介護認定者数の推計（実績は各年10月１日現在）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

１.各推計値について

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

100.5%
8,389

99.7%
8,503

8,361
合計

8,269

8,312

871

820 811

832
98.6%

850
95.4%要介護５

1,075

1,007 1,039

1,025
98.2%

968
96.9%

1,050
99.0%要介護４

1,206

1,120 1,139

1,148
97.6%

1,176
96.9%要介護３

1,635

1,640 1,684

1,586
103.4%

1,610
104.6%

1,208

1,093
110.3%

1,096
110.2%

1,093

1,206

要支援・要介護認定者の合計はおおむね計画どおりとなっています。区分ごとでは、要支援１の乖離が大きくなっていま

す。

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人数（人）

100.1%

1,655

1,518 1,542

1,621
93.6%

1,639
94.1%

968

1,001 938

964
103.8%

99.7%

100.2%

65歳～74歳（前期高齢者）

75歳以上（後期高齢者）

区分
人数（人） 実績/計画

99.7%

99.5%

99.8%

34,361 33,908
高齢者人口（65歳以上）

人数（人） 実績/計画

99.8%

実績/計画 人数（人） 実績/計画 人数（人） 実績/計画
区分

21,379 21,661 21,749

21,343 21,627

高齢者人口、前期・後期高齢者数はおおむね計画どおりとなっています。

33,449

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人数（人） 実績/計画

12,982 12,247 11,700

34,264 33,785

12,921 12,158

99.6%

99.3%

99.8%

37.8% 36.1% 35.0%

36.0%
高齢者人口に占める前期高齢者割合

高齢者人口に占める後期高齢者割合
62.3% 64.0%

62.2% 63.9% 65.0%

37.7%
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（３）利用者数等の推計

➀介護予防サービス費の１月あたり利用者数・利用日数回数の推計（実績は各年10月審査分）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

- -

- -
0 0

(人/月）

(回/月）

(人/月）

(回/月）

17
100.0%

17
70.6%

18
(人/月）

(回/月）

9 9 10

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0
0.0% 0.0%

- -

- -

令和６年度 令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

2
0.0%

2
0.0%

2

0 0

0 0

73
157.5%

76
168.4%

79

115 128

591
156.2%

613
168.4%

634

923 1,032

3
0.0%

5
0.0%

5

17 12

197
91.9%

204
61.3%

210

181 125

30
126.7%

31
145.2%

32

38 45

71
150.7%

78
175.6%

85

107 137

1
100.0%

1
100.0%

1

1 1

681 751

11
136.4%

11
118.2%

11

15 13

4
100.0%

8
137.5%

9

4 11

2
0.0%

2
0.0%

2

0 0

15
100.0%

15
113.3%

15

15 17

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入

介護予防住宅改修

介護予防特定施設入居者生活介

護

(人/月）

(人/月）

(人/月）

(日/月）

(人/月）

(日/月）

(人/月）

(日/月）

(人/月）

(日/月）

（１）介護予防サービス

介護予防通所リハビリテーショ

ン

671
101.5%

695
108.1%

718

(人/月）
0

-
0

-
0

0 1

介護予防小規模多機能型居宅介

護

介護予防認知症対応型共同生活

介護

(人/月）
0

-
0

-
0

0 0

(回/月）
0

-
0

-
0

0 0

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーショ

ン

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

（介護老人保健施設）

介護予防短期入所療養介護

（介護療養型医療施設等）

介護予防短期入所療養介護

（介護医療院）

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防居宅療養管理指導

(人/月）
2

150.0%
2

150.0%
2

3 3

(人/月）

(人/月）

(人/月）
15

113.3%
16

118.8%
16

17 19

(人/月）

介護予防サービス費の１月あたり利用者数・利用日数回数は、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションな

ど、複数のサービス実績が計画を大きく上回りました。

（２）地域密着型介護予防サービス
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計画

実績

（３）利用者数等の推計

②介護サービス費の１月あたり利用者数・利用日数回数の推計（実績は各年10月審査分）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

(人/月）
689

118.1%
713

127.2%
737

814 907

令和６年度 令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

介護予防支援

84.2%
79

77.2%
82

64 61

(人/月）
963

105.9%
995

113.2%
1,029

1,020 1,126

(回/月）
411

77.9%
425

79.3%
440

320 337

(人/月）
76

(回/月）
10,217

103.0%
10,565

107.3%
10,914

10,520 11,335

(人/月）
131

86.3%
134

85.8%
139

113 115

(回/月）
1,655

90.2%
1,707

92.3%
1,771

1,493 1,576

(人/月）
1,392

110.6%
1,440

113.5%
1,485

1,540 1,634

(人/月）
1,815

101.7%
1,874

96.6%
1,930

1,845 1,811

(人/月）
216

105.6%
225

110.7%
230

228 249

(回/月）
2,906

98.3%
3,001

101.2%
3,096

2,857 3,037

(回/月）
18,784

(日/月）
3,155

115.9%
3,264

111.0%
3,368

3,658 3,623

(人/月）
19

36.8%
22

63.6%
23

7 14

(日/月）
141

27.0%
146

73.3%
149

38 107

(人/月）
0

-
0

-
0

0 0

(日/月）
0

-
0

-
0

0 0

(人/月）
0

-
0

-
0

0 0

(日/月）
0

-
0

-
0

0 0

(人/月）
3,428

94.5%
3,542

95.1%
3,648

3,238 3,369

96.5%
2,630

2,416 2,472

19,926

(人/月）
38

89.5%
39

102.6%
41

34 40

(回/月）
99,749

106.4%
103,239

112.3%
106,685

106,157 115,915

104.4%
19,412

102.6%
20,017

19,607

(人/月）
343

96.8%
354

95.8%
363

332

（１）居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

（介護老人保健施設）

短期入所療養介護

（介護療養型医療施設等）

短期入所療養介護

（介護医療院）

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

特定福祉用具購入

339

(人/月）
2,489

97.1%
2,562

介護サービス費の１月あたり利用者数・利用日数回数は、短期入所療養介護や認知症対応型通所介護など、複数のサービ

スで実績と計画に大きく乖離がありました。

（３）介護予防支援
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

103.7%
29

19 28

100.0%
25

26 25

5,621

622
101.0%

640

652 628

(人/月）
0

-

(人/月）
28

67.9%
27

小規模多機能型居宅介護

(人/月）
145

104.1%
149

103.4%
154

151 154

(人/月）
27

96.3%
25

0.0%
1

0 0

(人/月）
35

120.0%
36

100.0%
38

42 36

5,417
106.4%

5,601
100.4%

5,770

5,765

地域密着型特定施設入居者生活

介護

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護

(回/月）
0

-
0

-
0

0 0

(人/月）
602

108.3%

(人/月）
102

認知症対応型共同生活介護

(人/月）
10

60.0%
10

50.0%
11

6 5

(回/月）
181

35.9%

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

（３）施設サービス

(人/月）
1

0.0%
1

0.0%
1

0 0

(人/月）
419

100.2%
432

97.5%
443

420 421

看護小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

住宅改修

特定施設入居者生活介護

0
-

0

0 0

（２）地域密着型サービス

0

(人/月）
4,324

100.7%
4,471

99.8%
4,613

4,356 4,462

介護医療院

介護療養型医療施設

居宅介護支援

（４）居宅介護支援

18

20 20

(人/月）
0

-
0

-
0

0

111.1%

(人/月）
53

90.6%
54

101.9%
54

48 55

(人/月）
1

0.0%
1

177
22.6%

186

65 40

104.9%
105

95.2%
109

107 100

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護

(人/月）
261

94.3%
268

87.7%
277

246 235

(人/月）
18

111.1%
18

(回/月）
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（４）給付費の推計

➀予防給付費の推計

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

0

233,707
合計

198,285
117.9%

205,436 212,197

0

43,506
116.4%

45,077 46,594

50,653

0
-

0 0

1,797
112.2%

1,861 1,923

2,017

0
-

0 0

18,096

16,641
79.5%

17,240 17,817

13,226

16,465
109.9%

17,058 17,572

48,465

3,648
101.2%

3,776 3,904

3,690

42,856
113.1%

44,396 45,866

0

0
-

0 0

0

0
-

0 0

805

68
113.2%

70 73

77

422
190.8%

436 452

令和６年度 令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

196
0.0%

203

0

27,737
143.9%

28,773

39,902

（１）介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテ－ション

介護予防短期入所生活介護

210

29,711

7,5907,092
64.4%

7,348

4,564

介護予防支援

4,522

33,291
143.3%

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

34,471 35,609

47,690

4,566
99.0%

4,727 4,876

（２）地域密着型介護予防サービス

（３）介護予防支援

介護予防短期入所療養介護

（介護老人保健施設）

介護予防短期入所療養介護

（介護療養型医療施設等）

介護予防短期入所療養介護

（介護医療院）

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入

介護予防住宅改修

予防給付費の合計は計画を上回っています。サービス毎では、介護予防短期入所生活介護や介護予防訪問看護などの実績

が計画を大きく上回りました。
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②介護給付費の推計

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績 364

5,938
6.1%

6,152 6,355

0

203,108
100.2%

210,423 217,367

203,433

353
0.0%

365 377

111,695

356,565
101.5%

369,407 381,598

362,060

107,823
103.6%

111,982 115,662

494,854

17,020
46.2%

17,635 18,220

7,867

475,087
104.2%

492,159 508,356

396,233

66,919
89.5%

69,315 71,609

59,925

387,091
102.4%

401,033 414,267

13,828

28,007
75.1%

29,016 29,983

21,027

14,229
97.2%

14,591 15,389

0

561,847
98.6%

582,115 601,179

553,931

0
-

0 0

8,742

0
-

0 0

0

12,868
67.9%

13,340 13,669

290,661

360,737
104.9%

373,635 386,018

378,246

317,567
91.5%

328,906 339,701

532,185
99.7%

551,279 569,594

345,037

1,827,377
101.9%

1,893,210 1,955,820

1,861,414

530,598

299,502
115.2%

310,455 320,420

63,730
92.5%

65,834 68,279

58,960

3,396,861

68,528
79.2%

70,996 73,321

54,247

3,398,623
99.9%

3,520,953 3,637,029
訪問介護

訪問入浴介護

令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

令和６年度

特定福祉用具購入

住宅改修

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

（１）居宅サービス

（２）地域密着型サービス

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテ－ション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

（介護老人保健施設）

短期入所療養介護

（介護療養型医療施設等）

短期入所療養介護

（介護医療院）

福祉用具貸与

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護

看護小規模多機能型居宅介護（複合型

サービス）

介護給付費の合計はおおむね計画どおりとなっています。サービス毎では、看護小規模多機能型居宅介護、認知

症対応型通所介護など複数のサービスが計画と大きく乖離しています。

夜間対応型訪問介護
0

-
0 0

0
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

居宅介護支援

12,521,528
100.3%

12,972,503 13,400,615

12,554,556

873,299
99.4%

904,982 934,736

930,453

86,669
124.5%

89,791 92,754

107,875

合計

867,987

1,003,170
92.8%

1,039,301 1,073,598

1,453,286
103.1%

1,505,628 1,555,314

1,498,259

（４）居宅介護支援

（３）施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院
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（５）地域支援事業の推計

➀訪問型サービス、通所型サービスの利用者数の推計（実績は各年10月審査分）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

②介護予防・日常生活視線総合事業費

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

③包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

計画

実績

計画

実績

区分

包括的支援事業

（地域包括支援センターの運営）

任意事業

区分

訪問介護相当サービス

訪問型サービスA

通所介護相当サービス

通所型サービスA

通所型サービスB

通所型サービスC

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

上記以外の介護予防・日常生活総合事業

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

51,860

48,014

48,600
98.8%

50,204

129,640

109,932

129,640
84.8%

129,640

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）の実績が計画より下回りました。

2.9%

169.2%

93.0%

22.0%

74.6%

109,154

500 517 534

1,341 1,386

80.7%
39,630 40,938

訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、通所型サービスCなどの実績が計画を大きく下回りました。通

所型サービスAの実績が計画を大きく上回りました。

令和６年度 令和７年度 令和８年度

39,645

通所型サービス

訪問型サービス

38,364

30,946

1,299

969

465

64,528 66,852 69,058

1,142

3
133.3%

3
200.0%

3

400

125.0%
8

金額（千円） 実績/計画

32,139
123.4%

33,297 34,395

令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画

284
170.8%

253.1%
143

390 362

実績/計画

8

31,214

39,463 40,884 42,234

100.0%
8

143
272.7%

143

10

8

4

訪問型サービスA

通所型サービス

通所介護相当サービス

通所型サービスA

14,076 15,020

3,093

29,167 30,217
93.7%

14,540

6

27,328

令和６年度

9,292
18.0%

9,627 9,944

1,674

285
140.4%

285

485

金額（千円）

実績/計画

訪問型サービスAと通所型サービスAの実績人数が計画人数を大きく上回りました。

令和６年度 令和７年度 令和８年度

人数（人） 実績/計画 人数（人） 実績/計画 人数（人）
区分
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④包括的支援事業（社会保障充実分）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

（６）総事業費の見込額

➀標準給付費の見込み

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

②地域支援事業費の見込み

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

区分

総給付費

特定入所者介護サービス費

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

審査支払手数料

標準給付費（上記合計）

区分

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

認知症初期集中支援推進事業

認知症地域支援・ケア向上事業

地域ケア会議推進事業
1,827

360

1,712
21.0%

1,768

158

70

148
47.3%

153

22,695

18,906

21,268
88.9%

21,970

11,844

10,801

11,100
97.3%

11,466

4,804

3,287

4,502
73.0%

4,651

認知症地域支援・ケア向上事業、地域ケア会議推進事業の実績が計画より大きく下回りました。

令和６年度 令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

令和６年度の標準給付費の実績は、計画を上回っています。各サービス費においては、高額介護サービス費の実績が計画

と大きく乖離しています。

令和６年度 令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

12,719,813
100.5%

13,177,939 13,612,812

12,788,263

214,630
102.6%

218,476 221,301

220,173

356,088
115.4%

362,468 367,157

410,798

45,484
100.0%

46,299 46,898

45,466

11,198
106.9%

11,374 11,522

11,973

13,347,213
101.0%

13,816,556 14,259,690

13,476,673

地域支援事業費の合計の実績は計画より下回りました。

区分
令和６年度 令和７年度 令和８年度

金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画 金額（千円） 実績/計画

介護予防・日常生活支援総合事業費
228,827

93.7%
236,905 244,723

214,416

包括的支援事業（地域包括支援センターの運

営）及び任意事業費

178,240
88.6%

179,843 181,500

157,946

包括的支援事業（社会保障充実分）
38,730

86.3%
40,008 41,328

33,424

地域支援事業費（上記合計）
445,797

91.0%
456,756 467,551

405,786
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基本目標①：介護予防と日常的支援の推進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性

1

37 1 重度化防
止に向け
た介護予
防の推進

1 一般介護予
防の推進 リーフレットの配布、教室の開催等に

より、介護予防の重要性を周知してい
きます。

り体操の普及に努めるとともに、口腔
機能の健康維持に向けた「かみかみ百
歳体操」を推進していきます。

た通いの場を拡充していくためには、
企画、運営を担う人が必要となるた
め、地域包括支援センターや生活支援
コーディネーター、関係機関等と連携
を図り、多様な通いの場の創出、担い
手の育成及び確保に努めていきます。

の状態を確認できる体力測定会の実施
や介護予防情報の提供により、介護予
防に関する興味・関心度の向上と普及
に努め、高齢者の自発的な行動につな
げていきます。

を行うとともに、健康意識醸成のため
介護予防教室等を実施していきます。

・広報紙に介護予防の掲載や、地域包括支
援センターがリーフレットの配布、介護予
防教室等で介護予防の重要性を周知しまし
た。
・いきいき百歳体操の通いの場の立ち上げ
支援の内容を新しく見直した。
・通いの場を立ち上げたいという声はある
が、リーダを担ってくれる人材が見つから
ない。その中でも、新たに通いの場は14
か所立ち上がった。
・各種介護予防教室の参加者は健康意識の
高い方が繰り返し参加し、新規の参加者が
少ない状況にある。
・高齢者向けの教室（介護予防教室・高齢
者の保険事業と介護予防の一体的な実施事
業の教室等）で参加者の取り合いになって
いる。

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な
実施事業において、通いの場に専門職を派
遣し、介護予防に関する適切な知識の普及
啓発を行う。
・地域包括支援センター主催の介護予防教
室に関しては、高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施事業で取り上げるテーマ
以外で教室の開催を行う。
・地域包括支援センターや生活支援コー
ディネーター、関係機関等と連携を図り、
多様な通いの場の創出を図る。

2

37 1 重度化防
止に向け
た介護予
防の推進

2 介護予防・
生活支援
サービス事
業

ページを活用し周知に努めていきま
す。

日常生活を過ごせるように、心身の状
態に応じた適切な介護予防・生活支援
サービスを提供できるよう基盤整備を
図っていきます。

サービスの利用により高齢者の生活改
善が図られるよう周知していきます。

止の視点から、通所型サービスＣを主
軸に総合事業を運営していきます。

・通所型サービスCを主軸に総合事業を運
営しているが、事業を実施してくれる事業
所が減った。
・介護予防の啓発のため市の広報紙に折込
チラシを作成し市民に周知した。
・市民向け講座を開催した。
令和７年２月26日　参加者　32名
テーマ「元気で長生き！介護予防」

・C型サービスに協力してくる事業所の拡
充を図るため、介護サービス事業所に説明
等を行う。
・市民向け講座を引き続き行う。
・市の広報紙に折込チラシを作成し、介護
予防の啓発を行う。

3

38 1 重度化防
止に向け
た介護予
防の推進

3 自 立 支 援 に
向 け た ケ ア
マ ネ ジ メ ン
トの推進

取組を今後も実施していきます。

た適切な支援に向けた検討を行い、介
護予防の質の向上を図っていきます。

め、リハビリ専門職の派遣によるアセ
スメント支援を行っていきます。

援に活かせる研修会を開催していきま
す。

護事業所職員等への啓発、研修会を実
施していきます。

・地域包括支援センターが圏域の介護支援
専門員に向けて、元気はつらつ教室（通所
型サービスC）に関する事例検討会を開催
し、元気はつらつ教室の理解をすること
で、自立支援に向けたケアマネジメントが
推進を図った。
・門真市が法定外研修を開催した。
令和７年１月24日　59名参加
テーマ「介護予防ケアマネジメント（軽度
者支援）とは」
・アセスメント支援を目的としたリハビリ
専門職同行訪問事業では117件実施した。

・リハビリ専門職同行訪問事業を引き続き
活用し、介護支援専門員のアセスメント支
援を行う。
・地域包括支援センター主催の研修会等
で、元気はつらつ教室を含めた介護予防・
自立支援をテーマとした勉強会等を開催す
る。
・元気はつらつ教室を含めた総合事業の考
え方等をテーマに説明会等を開催してい
く。

4

39 2 生涯にわ
たる健康
づくりの
推進

1 健康に関す
る正しい知
識の普及・
啓発

生活習慣の改善によって、市民の健康
寿命の延伸をめざし、若い世代から高
齢者までの健康づくりに取り組んでい
きます。

びロコモティブシンドロームの予防や
低栄養や口腔機能低下等に関連する、
フレイルの予防に関する取組として
「高齢者の保健事業と介護予防の一体
的実施事業」を推進していきます。

・健康教育講座や広報・ホームページ等を
通じて、健康に関する正しい知識の普及啓
発に取り組んだ。
健康教育講座：３回開催
　　　　　　　参加延人数　43人
・一体的実施：3圏域で実施。
ポピュレーションアプローチ
  フレイル予防教室等11回開催。
　参加実人数　307人
ハイリスクアプローチ
  介入支援者実人数：低栄養　32人
　　　　　　       健康状態不明者　54人
　　　　　　       　 口腔フレイル　54人

・引き続き、健康に関する正しい知識の普
及啓発に努める。
・一体的実施：令和７年度～3→５圏域に
拡大。ポピュレーションアプローチ はフ
レイル予防教室→通いの場等、地域からの
依頼に応じた講座開催に変更。ハイリスク
アプローチは身体的フレイルへの介入支援
を新たに追加。

基本施策 施策・事業

２．基本目標について
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基本目標①：介護予防と日常的支援の推進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

5

39 2 生涯にわ
たる健康
づくりの
推進

2 健 康 づ く り
への支援 ヘルス計画及び第４期特定健康診査等

実施計画」に基づき、個別保健事業の
目標達成に向けて進めていきます。

健康診査の受診率向上に取り組み、ま
た、健診結果等から早期に受診及び受
療勧奨、保健指導等を実施します。そ
のことにより、対象者の生活習慣改善
に努め、動脈硬化が原因となる脳卒中
や心疾患の予防、糖尿病性腎症等の重
症化予防に繋げ、健康寿命の延伸及び
医療費適正化を図っていきます。

特定の対象年齢の市民へがん検診の無
料クーポン券や個別受診勧奨の送付、
受診しやすい体制を整えていきます。

に、健康づくりの推進に協力できる企
業等と積極的に協定を締結し、効果的
な健康づくりの取組を実施していきま
す。

啓発に努めます。保育付きの検診や、
他健（検）診と同日で実施できる取組
を継続していきます。

・特定健診（集団・個別）を実施。受診率は、
29.4％（令和５年度法定報告値）で目標値と
比べ達成には至っていない。
・未受診者勧奨、特定保健指導及び重症化予防
事業においては、プロポーザルにて業者選定を
行い、より効果的な取組みを実施できるよう、
複数年の継続した契約を締結した。
・特定保健指導を実施。実施率は事業者の変更
もあり21.9％（令和５年度法定報告値）で
100％以上の改善率となり、目標値のうち、充
足値である15％をを上回った。
・未受診者勧奨については、AI分析により個人
の特性に応じた、複数種類の受診勧奨をSMS
や圧着はがきを通じて実施。継続して受診を
行っている高齢者が後期高齢に移行している
が、継続受診する受診者数が伸び悩んでおり、
R7.6月時点での受診率は前年度より低下。
本市は被保険者のうち、受診率の低い若年層が
多いことから、若年層への効果的な受診勧奨の
アプローチが課題。
・各種健（検）診の周知啓発を実施。対象の年
齢の市民へがん検診の無料クーポン券や、大阪
府の重点受診勧奨対象者へナッジ理論を活用し
た個別受診勧奨ハガキを送付。
（無料クーポン券・子宮：559、乳がん：
569）
（個別受診勧奨・子宮：5,919、乳：
8,295、胃肺大：12,974）
・協定を締結している明治安田が、受診率向上
をめざし、各種検診・教室実施時にいろいろ測
定会を実施。

・引き続き、特定健診の周知啓発・受診勧
奨に努める。また、特定保健指導の実施率
も目標値を継続して上回れるよう努める。
・引き続き、各種健（検）診の周知啓発・
受診勧奨に努める。

6

40 2 生涯にわ
たる健康
づくりの
推進

3 運動等の推
進 し、いつまでも住み慣れた地域で健や

かに生活することができるよう、健康
づくりを支援する取組を進めていきま
す。

個々の介護予防に対する取組を支援
し、さらにはその活動を地域全体へと
広げていきます。

護予防教室等において、高齢者が自主
的に体を動かし、健康づくりを学習す
ることにより、介護予防に努めていき
ます。

的な介護予防を促すためにも、歩こう
よ・歩こうね運動等のウォーキングや
スポーツ活動を推進していきます。

骨折・転倒等を予防するため、「高齢
者の保健事業と介護予防の一体的実施
事業」において、関係各課や地域包括
支援センター等と連携し、運動指導等
を含めた身体的フレイル対策の取組を
進めていきます。

・地域包括支援センターの介護予防教室で
は、包括が介護予防教室を企画したり、既
存の地域団体からの要請を受け実施してい
る。「高齢者の保健事業と介護予防の一体
的実施事業」のフレイル予防教室とのすみ
わけのため関係機関で連携していく必要が
ある。
・門真市老人クラブ連合会が実施する歩こ
うよ・歩こうね運動を支援し、高齢者の健
康増進の高揚を図った。

的実施事業」において、関係各課や地域包
括支援センター等と連携し、市域を3つに
わけてフレイル予防教室を実施した。参加
者は既に健康意識が高い方が多く、閉じこ
もりのある高齢者の呼び込みが課題と感じ
る。

・地域包括支援センターの介護予防教室は
内容が多岐にわたるよう、企業との連携も
進めていきたい。
・引き続き、門真市老人クラブ連合会が実
施する歩こうよ・歩こうね運動を支援し、
気軽に参加できる運動を実施することによ
り、高齢者の健康の維持増進を図る。
・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的
実施事業」では通いの場にスポットをあ
て、住民の健康意識の醸成につながる支援
を実施する。

7

41 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

1 介 護 保 険
サービス や生活の状況に応じた介護保険サービ

スの提供に努めていきます。

みの確立に取り組んでいきます。

・指定介護予防支援事業所のケアプランを
提出してもらい、内容の確認、必要に応じ
て面談し、過不足のないケアプランとなる
ように自立支援についての助言を行った。
・市や地域包括支援センターが主催して、
自立支援・重度化防止に向けたCM向け研
修を開催した。

・引き続き地域包括支援センターを軸に介
護予防自立支援の考え方を周知し、利用者
の状態像にあったサービス内容や量を選択
できるように、確認や助言を行う。

8

41 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

2 介 護 保 険 適
用 年 齢 に 達
し て い る 障
が い の あ る
人 の 高 齢 化
に伴う支援

がい福祉サービスから介護保険サービ
ス等、高齢者福祉サービスへの円滑な
移行を図るとともに、必要に応じて障
がいの特性を踏まえた障がい福祉サー
ビスが提供できるよう、サービスの連
携や情報提供等に取り組んでいきま
す。

ある人に対して、必要とされるサービ
スが途切れないように介護保険サービ
スへの円滑な移行を図るとともに、障
がいの特性を踏まえ、指定特定相談支
援事業所や居宅介護支援事業所等と連
携を図りながら、適切な支援に努めて
いきます。

・障がいサービスから介護サービスへの移
行がスムーズに行えず、市民の混乱を招い
たり、調整する介護のケアマネジャーに負
担がかかった。

・障がいサービスから介護サービスへス
ムーズに移行ができるよう、関係機関との
会議に参加し顔の見える関係づくりを行
う。
・移行に際して、市民が混乱しないよう、
早い段階から周知できるような方法を検討
する。
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基本目標①：介護予防と日常的支援の推進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

9

42 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

3 生 活 支 援 体
制 の 整 備 の
推進

て、さらなる課題の共有、資源の把握、開
発に向けた取組について、意見交換や情報
共有に努めていきます。

いて、ニーズの把握とインフォーマルサー
ビスの情報提供を行いつつ、サービスと
ニーズのマッチングを進めていきます。

高齢者の生活支援に関するニーズと地域資
源の把握を進めていきます。

ため、福祉や医療、介護等に携わる関係機
関と連携を図るとともに、住民組織や介護
分野以外の民間事業者等に働きかけます。
地域の住民同士で支え合い活動が行えるよ
う、担い手の確保に努めていきます。

め、生活支援サービスや通いの場等の情報
を市ホームページ等で周知し、通いの場や
いきいき百歳体操の実施団体数の増加に努
めていきます。

・地域資源とのマッチングが推進できるよ
う、各圏域での地域包括支援センター、社
会福祉協議会等の関係機関との連携会議を
実施している。生活支援のサービスに関し
て、地域課題として何が一番困っているの
かの課題の洗い出しや、優先順位がつけら
れていない。
・地域活動を担ってくる人材を発掘するた
め、年1回（2回コース）で居場所づくり
講座を実施している。
・市ホームページに通いの場や生活支援
サービスの情報を掲載している。（随時更
新・アップ）年に1度更新時期を設け、情
報の更新を実施している。

・各包括圏域で連携会議を実施している
が、意見交換ができるよう、市全体での会
議を計画している。
・他市の状況や情報も関係してくるため、
近隣市との第2層生活支援コーディネー
ターの意見交換会等を実施していく。

10

42 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

4 街 か ど デ イ
ハ ウ ス 通 所
事業

の場・介護予防の場として事業を継続
するとともに、今後も利用者数の増加
をめざし広く周知していきます。

・市内２箇所で実施している。
・令和５年度の登録者数は216人で、令和
６年度登録者数は201人となっている。
・一人暮らしの高齢者にとどまらず、在宅
高齢者の自立した生活の維持、ＱＯＬの向
上、さらには閉じこもり予防にもなり、介
護予防の効果も期待できる。

・利用者の口コミにより新規で来られる方
は一定数いるが、目標数に達していないた
め、今後より多くの方に知ってもらうため
に施設からも広く周知していく。
・新規で事業を行いたいという相談もある
ため、実施箇所の増設も検討していく。

12

43 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

5 緊 急 通 報 装
置貸与事業 利用できるよう関係機関との連携を図

るとともに、民生委員・児童委員や地
域包括支援センター等と連携し、申請
の支援に努めていきます。

の世帯に属する高齢者に対し、緊急通
報装置を貸与することにより、本人及
び家族の不安の解消や安否状況確認手
段の確保に努めていきます。

・おおむね65歳以上の病弱な高齢者等を
対象に、急病等の緊急時に簡単な操作で第
三者に通報でき、迅速で適切な対応ができ
るよう緊急通報装置を貸与した。
・緊急通報装置設置件数：253台

・今後は、固定電話だけでなくスマホ型の
対応も検討しつつ、継続する。

13

43 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

6 福 祉 電 話 貸
与 ・ 補 助 事
業

話を取得しやすい状況となっているこ
ともあり、今後の必要性について検討
していきます。

・ひとり暮らしで低所得の高齢者を対象
に、本市が電話加入権を有する電話機の貸
与及び基本使用料の補助を行い、安否確認
及び緊急時の連絡手段を確保した。

・格安スマホ等の普及により、携帯電話を
取得しやすい状況となっていることもあ
り、今後の必要性について検討していく。

14

43 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

7 地 域 包 括 支
援 セ ン タ ー
の 相 談 機 能
の充実

域課題の解決に向けて、関係機関、専
門機関と連携し、相談機能の強化に引
き続き取り組んでいきます。

テーマでの研修会の開催等を引き続き
行っていきます。

相談機能をより高め、円滑に支援でき
るようにしていきます。

域包括支援センターを周知するため、
チラシの作成や広報紙、市ホームペー
ジ等に掲載していきます。

・困難ケースに等に関して、関係機関を集
めた地域会議を必要に応じて開催してい
る。
ケースの課題が多岐にわたるので、参加団
体の調整が難しい場合がある。
・高齢者虐待や自立支援・重度化防止等を
テーマとした研修会の開催を行った。
・地域包括支援センターの周知として、チ
ラシを作成し、広報誌に折込、全戸配布を
行った。また、ホームページの作成等を
行った。

・地域包括支援センターが高齢者の身近な
相談窓口として周知は進んでいるが、まだ
知らない方もいるので、引き続き広報、市
ホームページを活用して周知していく。
・相談機能を高めるために、様々なテーマ
での研修会の開催等を引き続き行ってい
く。
・対応困難なケースの場合には、関係機関
にも参加を促し、地域ケア会議を開催し、
支援方針を協議し、相談機能の強化に努め
ていく。

15

44 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

8 さ わ や か 訪
問収集 持ち出すことが困難な人を対象に、屋

内から粗大ごみを持ち出し、収集を
行っていきます。

の適正な配置等、制度のさらなる充実
を図っていきます。

・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことが
困難な人を対象に、屋内から粗大ごみを持
ち出し、収集を行った。

行った。

 引き続き、粗大ごみを集積場所まで持ち
出すことが困難な人を対象に、屋内から粗
大ごみを持ち出し、収集を行っていく。

 関係各課との連携・調整、作業人員の適
正な配置等、制度のさらなる充実を図って
いく。

16

44 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

9 ふ れ あ い サ
ポート収集 ごみを玄関先まで戸別に収集に伺い、

引き続き日常生活上のサポートを行っ
ていきます。

ともに、市ホームページで市民への周
知をさらに図っていきます。

・ひとり暮らし高齢者等に対し、家庭ごみ
を玄関先まで戸別に収集に伺い、日常生活
上のサポートを行った。

もに、市ホームページで市民への周知を
図った。

 ひとり暮らし高齢者等に対し、家庭ごみ
を玄関先まで戸別に収集に伺い、引き続き
日常生活上のサポートを行っていく。

 チラシの作成、関係各課への配置ととも
に、市ホームページで市民への周知を図っ
ていく。

17

45 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

10 ＜ 社 会 福 祉
協 議 会 事 業
＞ 紙 お む つ
給 付 サ ー ビ
ス

2025年を前に、在宅での介護者の身
体的・精神的・経済的負担の軽減等を
図るため、今後も紙おむつ給付サービ
スの推進を図っていきます。

る家庭に対して、介護者の身体的・精
神的・経済的負担の軽減等を図るた
め、紙おむつ給付サービスを実施でき
るよう支援を行っていきます。

・在宅での介護者の身体的・精神的・経済
的負担の軽減等を図るため、今後も紙おむ
つ給付サービスの推進を図っていく。

・高齢化社会において今後も需要が増える
傾向にあると思われる。
・ 常時紙おむつが必要な高齢者等がいる
家庭に対して、介護者の身体的・精神的・
経済的負担の軽減等を図るため、紙おむつ
給付サービスを実施できるよう支援を行っ
ていく。
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基本目標①：介護予防と日常的支援の推進
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令和６年度
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18

45 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

11 ＜ 社 会 福 祉
協 議 会 事 業
＞ ふ と ん 丸
洗 い サ ー ビ
ス

資するため、今後も機関紙等を活用し
た周知を実施し、事業推進を図ってい
きます。

門業者によるふとんの丸洗い・乾燥を
実施できるよう、委託事業者を確保し
支援を行っていきます。

 在宅高齢者の衛生保持と健康増進に資す
るため、今後も機関紙等を活用した周知を
実施し、事業推進を図る。
・高齢化で衛生保持が困難な方が増えつつ
あると思われる。令和６年度実績は、１件
でありヘルパー派遣の生活援助で衛生環境
が保たれ、寝具も衛生管理がなされている
のではないかと考えられる。

・問合せは、個人からでなく事業所からが
ほとんどのため、より周知できるよう努め
る。

19

46 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

12 ＜ 社 会 福 祉
協 議 会 事 業
＞ ハ ウ ス ク
リ ー ニ ン グ
サービス

資するため、今後も機関紙等を活用し
た周知を実施し、事業推進を図ってい
きます。

係機関等とのさらなる連携を図ってい
きます。

ため、専門業者による清掃を実施でき
るよう支援を行っていきます。

 在宅高齢者の衛生保持と健康増進に資す
るため、今後も機関紙等を活用した周知を
実施し、事業推進を図っていく。

令和６年度は、実施に至らなかったため
ニーズの把握に努め、福祉・介護関係機関
等とのさらなる連携を図る。

・問合せは、個人からでなく事業所からが
ほとんどのため、より周知できるよう努め
る。

20

46 3 各種生活
支援サー
ビスの充
実

13 ＜ 社 会 福 祉
協 議 会 事 業
＞ 車 い す の
貸与

加しているため、車いすの確保に努
め、支援を行っていきます。

直し、短期間であっても必要日数の貸
出とすることで、多くの市民の方に貸
し出すことができる環境を構築してい
きます。

 車いすを必要とする市民ニーズは増加
し、老朽化した車いすも多いため、広報紙
にて呼びかけを行い車いすの確保に努め
た。
・課題としては、サービスにつながってい
ない方、もしくは介護保険サービス等の対
象外は、貸出が長期化することが多くその
後につながりにくい傾向があると感じる。

・状況の聞き取りをし、今後も必要と思わ
れる方等で介護保険未申請の方へには貸出
の際サービスや相談窓口の案内を強化して
いく。

21

47 4 在宅医療
の推進

1 在 宅 医 療 ・
介 護 連 携 推
進 事 業 の 推
進

護連携推進事業のさらなる推進に努めてい
きます。

の関係者による研修や市民への普及啓発
等、医師会等の地域の関係機関と連携して
実施していきます。

看護ステーション連絡会、地域包括支援セ
ンター、介護保険サービス事業者連絡会等
の多職種間で情報共有を行いながら、ＰＤ
ＣＡサイクルを意識した医療と介護の連携
強化を推進していきます。

行や在宅看取りへの支援体制構築に努めて
いきます。

くり」を継続し、円滑な情報共有や連携強
化を行っていきます。

ため、市民向けの研修等啓発活動を継続し
ていきます。

・年に1回11月頃に多職種連携の研修会を
実施している。研修開催までに、企画段階
から関係者で集まって協議している。研修
会の参加者が偏る傾向がある。

・門真市医師会と連携しながら、事業を進
めていく。引き続き多職種連携の研修を行
い、顔の見える関係づくり推進する。
・ACP（人生会議）についてエンディング
ノートの配布や講座などで啓発活動を行
う。

22

47 4 在宅医療
の推進

2 か か り つ け
医 等 の 普
及・啓発

剤師会及び薬局と連携し、かかりつけ
医・歯科医・薬剤師及び薬局の重要性
について、普及・啓発に努めていきま
す。

医や、認知症初期集中支援チームのサ
ポート医と連携し、かかりつけ医のい
ない高齢者の支援等を行っていきま
す。

・各包括圏域ごとに担当医を設け、かかり
つけ医のいない高齢者の支援を行ってい
る。

・引き続きかかりつけ医の重要性を周知し
ていく。

23

48 5 地域での
見守り等
による支
援

1 小 地 域 ネ ッ
ト ワ ー ク 活
動の推進

いの活動を推進していきます。

係課が取り組んでいる助け合い活動の団体と日
頃より連携し、支援が必要な高齢者へ繋げる取
組を引き続き実施していきます。

者、高齢者夫婦世帯等のうち、支援を必要とす
る高齢者が地域の中で孤立することのないよ
う、校区福祉委員による声かけや見守り活動等
を促進していきます。

ア会議等を通じて、地域での見守り体制の強化
に努めていきます。

年々増加傾向にあり、小地域ネットワーク活動
を支えるボランティアの育成・確保の支援に努
めていきます。

いきサロン」は、高齢者の主体的な参加による
サロン活動であり、介護予防やひきこもりの防
止につながっているため、各校区におけるサロ
ン活動の周知・啓発の支援に努めていきます。

誰もが適切な情報にアクセスできるようにして
いきます。

受講いただけるよう、認知症サポーター養成講
座のチラシの作成等を推進していきます。

活動のあり方等を検討していく必要があり、今
後も地域福祉の一環として、助け合い支え合い
活動である小地域ネットワーク活動に対する支
援を門真市社会福祉協議会と連携して進めてい
きます。

・市社協に小地域ネットワーク活動推進事業補助金を交付
し、市内15地区の校区福祉委員会による住民主体の活動を
展開することにより、高齢者や障がい者（児）、子育てに
支援が必要な人等が地域の中で孤立することなく、安心し
て生活できるよう取り組んだ。
・一部の地区でいきいきサロンの回数が減り、グループ援
助活動参加者が大幅に減少したが、世代間交流について
は、各地区で積極的な活動がされており、増加傾向となっ
ている。
グループ援助活動参加者数　29,157名
個別援助活動参加者数　7,471名
認知症サポーター養成講座 ２回　　参加者数 24名
精神障がい者理解促進事業 ２回　　参加者数 38名
小地域ネットワーク活動リーダー研修会 １回　参加者数
10名
災害・防災研修会　１回　参加者数　21名
地域力アップ研修会　１回　参加者数　30名
（福祉政策課）
・庁内の関係機関が開催する会議などに地域包括支援セン
ター職員が出席したり、民生委員などと連携することで、
支援が必要な高齢者の把握に努めている。
・各地域包括支援センターにおいて、認知症見守り教室や
地域ケア会議を開催し、地域の関係機関との連携強化を
行った。
・社会資源情報サイト（AYAMU）を市ホームページなど
に掲載し、市民などがアクセスしやすいようにしている。
・認知症に関する知識を普及啓発するための認知症サポー
ター養成講座に関するチラシを作成し、市役所や関係機関
に配付した。
・認知症キャラバンメイト連絡会を２か月に１回実施し、
認知症の方が地域で安心して暮らすために必要な取組みを
検討している。
（高齢福祉課）

・グループ援助活動については今後も皆が
集える場所として交流の場を設け、参加者
の取り込みを図る必要があるため、引き続
き事業実施団体である社会福祉協議会と連
携し、積極的な活動を促していく。
・個別援助活動については、現在、対象者
の大半が高齢者であるため、障がい者や子
育て中の親子などを対象とした活動につい
て、情報提供を行うなど、多様な人が活動
しやすい環境の整備に努める。
（福祉政策課）
・地域包括支援センターを主軸として、地
域の関係機関と連携し、高齢者が住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けることができ
るよう、地域での見守り等ネットワークづ
くりを行っていく。
（高齢福祉課）
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基本目標①：介護予防と日常的支援の推進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

24

49 5 地域での
見守り等
による支
援

2 救 急 医 療 情
報 キ ッ ト 配
付 事 業 の 普
及啓発

専用容器に入れ冷蔵庫に保管し、救急
搬送を要する場合等に活用するキット
を配付していきます。

力による配布、広報紙等による周知啓
発、市関連窓口での申請受付等によ
り、新たにキットを希望する方への配
布に取り組んでいきます。

情報の適時更新について、関係機関、
団体と連携し、周知啓発を行い、適切
な情報管理に努めていきます。

・庁内の関係窓口にて協力いただき、配付
や情報更新の受付を行った。
・民生委員・児童委員や自治会等の協力を
得て、周知啓発、配付に繋がった。
・令和６年度救急医療情報キット配付累計
件数
　　65歳以上一人暮らし　　3,843人
　　75歳以上高齢者のみ世帯　3,663人
　　障がい者（児）　355人
　　その他　　　　1,18８人
　　合計　　　　　9,049人

・関係機関や団体との連携の強化を含め、
新たな周知方法を検討する。

25

49 5 地域での
見守り等
による支
援

3 生 活 困 窮 状
態 の 高 齢 者
の支援

地域包括支援センター、民生委員・児
童委員、校区福祉委員会等との連携を
図り、生活困窮状態にある高齢者を早
期に発見し、支援できる体制を強化し
ていきます。

用と就労支援等を通じて、生活困窮状
態にある高齢者の支援を強化していき
ます。

・随時開催している会議と、関係機関が参
加する月１回の定例会議において、相談者
の抱える課題や目標の実現に向け情報共有
を行い、支援体制の構築に努めている。
（福祉政策課）
・高齢労働者が職を失い、困窮に陥るケー
スが増えている。家計の見直しをし、その
方に合った支援を行っています。
（社会福祉協議会）

・相談者を適切な支援に繋げられるよう、
支援員のスキルアップを実施していくとと
もに、関係機関との連携強化を図る。
（福祉政策課）
・その方に合った支援を行うことで、生活
困窮状態にある高齢者に対してできる限り
の伴奏を行いたいと考えています。
（社会福祉協議会）

26

50 5 地域での
見守り等
による支
援

4 高 齢 者 等 の
孤 立 死 防
止 ・ 見 守 り
活動

児童委員、自治会、校区福祉委員等と
の連携を図り、高齢者等の生活実態を
把握するとともに、支援が必要な高齢
者を早期に発見するため、地域での見
守り体制を強化していきます。

体制を構築、強化を進めると同時に、
民間事業者との協力体制も引き続き構
築していきます。

には、関係機関と連携して安否確認に
努めていきます。

・地域包括支援センターが地域ケア会議等
を活用し、民生委員など関係機関とネット
ワーク構築に取り組んだ。
・高齢者の異変について、地域住民等から
通報があった場合に、地域包括支援セン
ター等関係機関と連携して安否確認を行
い、必要な支援に繋げた。

・引き続き、ネットワーク構築を推進する
ことで見守り体制の強化し、通報があった
際にスムーズに対応が行えることと、支援
が必要な方の早期発見に繋がるように取り
組む。

27

50 5 地域での
見守り等
による支
援

5 高 齢 者 の 見
守 り に 関 す
る 協 力 機 関
の充実

している事業者が高齢者の異変等を早
期に発見し、関係機関へ報告するとと
もに、適切な支援につながるよう、さ
らなる連携構築に向けた、情報交換等
のネットワーク会議を開催する等、見
守り協力体制の強化に努めていきま
す。

高齢者の見守り体制を構築し、支援が
必要な高齢者の早期発見、支援を行っ
ていきます。

よう努めていきます。

業・団体等に掲示してもらうことで、
他の企業や団体、市民への普及啓発を
行っていきます。

・新たに協定を締結する企業はなかった
が、既存の企業には引き続き、見守り体制
の構築に尽力いただいている。
・一度協定を締結した企業とも認知症サ
ポーター養成講座を受講していただく等、
継続した取り組みを行った見守りの意識を
啓発していく必要がある。

・新たな企業等を協定を締結できるように
努めていくこととに合わせて、既存の企業
等に向けて、認知症サポーター養成講座の
実施を検討するなど、対応力向上を図る。
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基本目標②：認知症施策と支え合いの推進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）の

今後の取組内容
令和６年度

取組状況、実績、課題等
今後の方向性

28

51 1 認知症に
やさしい
地域づく
り

1 認知症サ
ポーターの
養成と活動
支援

て認知症の理解を深める周知啓発活動の実現
をめざしていきます。

ン・メイトと協働のもと、市内の学校等と連
携し、ジュニアサポーターを要請するなど、
若者世代に認知症に関する正しい知識を持っ
てもらい、認知症になっても安心して暮らせ
るまちをめざしていきます。

続き地域包括支援センター等と連携し、認知
症サポーター養成講座実施に関する情報提供
を行っていきます。

ターステップアップ講座を引き続き開催し、
幅広い市民の参加を促していきます。

資料等を提供することにより、必要な場面で
実際に活動できるよう、フォローアップ方法
などをキャラバン・メイト連絡会などで検討
します。

症サポーター養成講座の実施に取り組んでい
きます。

街歩きやランニングによりゴールをめざす
「ＲＵＮ(ラン)伴(とも)＋(プラス)門真」等の
様々な活動に引き続き協力を行っていきま
す。

バン・メイトと協働のもと、市内の小中学
校にジュニアサポーター養成講座実施の協
力依頼に向けた検討を行った。

地域包括支援センターや認知症キャラバン
メイト等と連携し、チラシ作成・配布する
など認知症サポーター養成講座実施に関す
る情報提供を行った。

しやすくなるような体制を構築するため
に、活動場所や資料等を提供するなど、
フォロー体制について２か月に一度開催す
るキャラバン・メイト連絡会で検討した。
・認知症地域支援推進員と定期的に会議を
行い、効果的な認知症サポーター養成講座
の実施について検討した。
・RUN伴＋門真の活動に認知症地域支援
推進員が参加するなど、地域の団体とも連
携している。

認知症サポーター養成講座の実施に向けて
検討する。
・高齢化率の高い地域など、認知症につい
て知っていただく地域の優先度も意識した
周知啓発を行う。

し、街歩きやランニングによりゴールをめ
ざす「ＲＵＮ(ラン)伴(とも)＋(プラス)門
真」等の様々な活動に引き続き協力を行っ
ていく。
・市内の小中学校でジュニアサポーター養
成講座を実施できるよう校長会等に協力依
頼を行っていく。

29

52 1 認知症に
やさしい
地域づく
り

2 チームオレ
ンジの構築

地域において認知症の人や家族の困りごと
の支援ニーズと認知症サポーターをつなげる
仕組みであるチームオレンジの構築に向けて
取組を進めていきます。

地域包括支援センターにおいても認知症サ
ポーターステップアップ講座を実施し、地域
づくりの担い手の育成を行っていきます。

活動に繋がるように認知症サポータース
テップアップ講座を地域包括支援センター
が実施した。
・ステップアップ講座を受講した方が、す
ぐに地域の活動に繋がることは少なく、講
座の内容等工夫が必要である。
・各地域包括支援センターに認知症地域支
援推進員を配置し定期的に会議を開催する
ことで、認知症になっても安心して暮らせ
る地域資源の開拓など検討している。

・地域包括支援センターなどに配置してい
る認知症地域支援推進員と連携し、認知症
カフェなどの場を活用することで認知症当
事者やその家族のニーズ把握を行ってい
く。
・地域包括支援センターが実施する認知症
サポーターステップアップ講座について
も、包括間で情報共有することで内容や方
法を工夫して、今後も実施していく。

30

52 1 認知症に
やさしい
地域づく
り

3 認 知 症 カ
フェの充実 に、各圏域での認知症カフェの立ち上げ等、

認知症地域支援推進員や地域包括支援セン
ターと連携して支援を行っていきます。

知症地域支援推進員が支援し、その団体によ
る独自運営ができるよう仕組みづくりを進め
ていきます。

・認知症カフェを実施している団体に補助
金を交付し、継続してカフェを開催できる
よう支援を行った。
・地域包括支援センターが地域住民等に向
けて、認知症に関する講座を行い、認知症
カフェの立ち上げに向けて普及啓発を行っ
た。
・認知症カフェの参加者が作成した認知症
マフを市内グループホームに贈呈するなど
の取組が進んできている。

・既存の認知症カフェの団体へ補助金交付
するなど引き続き支援を行う。
・認知症地域支援推進員等と連携し、地域
住民や地域の企業に認知症カフェの重要性
を周知啓発し、認知症カフェ立ち上げに向
け取り組みを進める。

31

53 1 認知症に
やさしい
地域づく
り

4 協 働 に よ る
認 知 症 に や
さ し い 地 域
づくり

取組は、認知症高齢者の人や家族、その支援
をするスタッフが生きがいや楽しみ、夢を実
現するためのまちづくりを目的に進められ、
市も協働で認知症支援を推進していきます。

クト、市内商業施設等の民間事業者とも連携
し、認知症の有無に関わらず、安心して暮ら
せるまちをめざしていきます。

ン・メイトと協働し、認知症サポーター養成
講座やイベント等を通じ、認知症の周知啓発
活動を行っていきます。

はグループホームの入居者を交えて、地域
の方との交流を図り、認知症にやさしい地
域づくりの推進を行っている。

特技を活かし、認知症マフを作成し、グ
ループホームに寄贈した。

バン・メイトと協働し、認知症サポーター
養成講座を実施し認知症の周知啓発活動を
行った。
・９月のアルツハイマー月間に合わせて、
認知症サポーター養成講座や、市や包括職
員がオレンジ色の物を身に着けるなど周知
啓発活動を行った。

・認知症の方やその家族、地域の方が共同
で取組を行う様々な場ができているため、
本人やその家族、その取組に関わる関係者
等が夢を実現できるまちづくりを目的とし
て、ニーズの把握や活動内容の検討などを
行っていく。

32

54 2 認知症対
策の充実

1 認 知 症 相 談
及 び 認 知 症
高 齢 者 と 家
族 へ の 支 援
の充実

て認知症の理解を深める周知啓発活動の実施をめざして
いきます。

る認知症相談コーナーを周知し、不安を抱えている本人
や介護をされている家族等が気軽に相談できるように支
援していきます。

は、認知症の人や認知症の疑いのある人、その家族のも
とに医療・介護の認知症専門チームが訪問して、認知症
についての困りごとや心配ごと等の相談に対応していき
ます。

共施設等の協力により、ポスターの掲示やリーフレット
を配架することにより、周知・啓発していきます。

ついて、より相談しやすい環境づくり（時間や場所等）
をめざしていきます。

れと相談先等をまとめた「認知症ケアパス」を活用し、
高齢者だけでなく若い世代にも認知症に関する情報発信
を行っていきます。

ンターに委託し、地域包括支援センターに認知症地域支
援推進員を配置していく予定です。

必要との認識に立ち、地域支援事業における「通いの
場」や市ホームページ等での「きこえ」に関するチェッ
クシートの活用や補聴器装着をサポートする仕組みづく
り等も併せて、高齢者補聴器購入費用助成事業の導入に
向けた検討を行っていきます。

・認知症初期集中支援チームを地域包括支
援センターに委託し、チーム員の数が増加
した。
・地域包括支援センターと対象となるケー
スの要件等を改めて確認し、支援をスムー
ズに開始できるように調整した。
・地域包括支援センターの行う総合相談事
業において、認知症の疑いがある方への支
援や病院への繋ぎを行うため、認知症初期
集中支援チームとしての支援の件数は少な
い。
・認知症に関する相談先やその高齢者の状
態像に合わせたかかわり方などについてを
記載した、ケアパスを地域包括支援セン
ターの認知症地域支援推進員とともに作成
し、認知症家族からのメッセージも掲載し
た。
・「耳の聴こえ」セルフチェックや難聴に
より生活への支障等を市のホームページに
掲載をし、早期の耳鼻科受診の勧奨を行っ
ている。
・窓口に骨伝導イヤホンを設置し、高齢者
自身が聴こえづらさに関して気づくきっか
けにもなっている。

・認知症高齢者の数は増加すると想定され
るため、認知症初期集中支援チームの周知
啓発を高齢化率の高い地域を優先的に行う
など、効果的な方法を検討し、早期に相談
がくるように努める。
・各地域包括支援センターに設置している
認知症地域支援推進員とともに、認知症の
かたやその家族を支える地域資源の開発な
どを進める。
・認知症に関する相談先やその高齢者の状
態像に合わせたかかわり方などについてを
記載した、ケアパスを認知症高齢者やその
家族等に配布をし、認知症に関する正しい
理解促進に努めていく。
・高齢者自身が聴こえづらさに関して気づ
くきっかけとして、引き続きホームページ
の掲載や骨伝導イヤホンの設置を行うこと
と併せて、高齢者補聴器購入費用助成事業
の導入に向けた検討を行っていく。

基本施策 施策・事業
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基本目標②：認知症施策と支え合いの推進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）の

今後の取組内容
令和６年度

取組状況、実績、課題等
今後の方向性基本施策 施策・事業

33

55 2 認知症対
策の充実

2 認 知 症 に 関
す る 正 し い
知 識 の 普
及・啓発

が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよ
うな地域づくりをめざしていきます。

ため、認知症に関するイベントや教室の開催
を行っていきます。

ともに活動をすることで、認知症の正しい知
識を啓発していきます。

ン・メイト連絡会と連携を図り、認知症サ
ポーター養成講座やステップアップ講座・
ジュニアサポーター養成講座等を実施すると
ともに、年代を問わず広く認知症に関する知
識の普及・啓発を行っていきます。

・商業施設等が認知症サポーター養成講座
を受け、認知症サポーターが在籍する企業
であることを証明する市独自のステッカー
を作成した。
・９月のアルツハイマー月間には認知症に
関するパネル展示をはじめとする普及啓発
活動の実施や、地域包括支援センターや
キャラバン・メイトによる認知症サポー
ター養成講座を開催した。

地域包括支援センターや認知症キャラバン
メイト等と連携し、チラシ作成・配布する
など認知症サポーター養成講座実施に関す
る情報提供を行った。

・作成したステッカーの活用方法などを検
討し、より多くの商業施設など企業や団体
に参画してもらうようにする。

34

55 2 認知症対
策の充実

3 徘徊見守り
ネットワー
クの活用

協働して認知症の理解を深める周知啓発活動
の実施をめざしていきます。

やし、地域住民に認知症への理解を深め、認
知症の人が安心して住み慣れた地域で過ごし
続けることができるよう努めていきます。

施し、認知症に関する理解や対応方法等を周
知啓発し、認知症になっても安心して暮らせ
るまちをめざしていきます。

トワークや認知症高齢者等位置探索システム
利用助成金交付事業、見守りＱＲコード交付
等の認知症対策を進めていきます。

・高齢者の見守り協定先は22社である。
協定締結先より、異変のある高齢者に関し
て年間数件の通報はあったが、令和６年度
には通報なし。
・認知症サポーター養成講座のチラシを作
成し、地域包括支援センターや高齢福祉課
等で配架を行った。また、動画を作成し、
より多くの方が認知症サポーター養成講座
の受講につながるように取組を行った。
・見守りQRコードの申請者数13名　活用
件数１件
・認知症高齢者等位置探索システム利用助
成金の申請者数０
・SOSネットワーク事業の申請者数12名

・高齢者の見守り協定締結先には、SOS
ネットワーク事業（徘徊等により行方不明
になった高齢者等が事故等に遭われること
を防ぐために地域の協力を得て早期に発見
する取組）の協力事業者の登録をしてもら
うように依頼し、地域の見守り体制の強化
を図る。
・認知症サポーター養成講座や認知症サ
ポーターステップアップ講座を開催し、認
知症について正しい知識の普及啓発を行
う。
・認知症に関する施策（見守りQRコー
ド、SOSネットワーク事業、認知症高齢者
等位置探索システム利用助成金交付事業）
に関して、申請者数が少ないため、事業の
周知を図る。

35

56 2 認知症対
策の充実

4 若 年 性 認 知
症 施 策 の 推
進

の相談を受けて、本人や家族の状況に応じ
て、各関係機関との連携や調整を行い、必要
なサービスにつなげていきます。

図り、支援を行っていきます。

若年性認知症についての啓発を進めていきま
す。

ス等の相談を受けて、地域包括支援セン
ター等が本人や家族の状況に応じて、各関
係機関との連携や必要なサービス導入に向
けて支援を行った。
・若年性認知症の方は、すでにサービを利
用されていることが多いが、本人のニーズ
が実現されているか不明である。

・本人のニーズを把握し、本人のやりたい
ことを実現できるようになるための支援は
何があるか関係機関と連携しながら検討し
ていく。

36

56 2 認知症対
策の充実

5 緊 急 一 時 保
護事業 要になるため、関係機関との連携・情報共有

を円滑に行い、速やかに保護できるように努
めていきます。

る高齢者、または警察に保護された身元不明
の徘徊認知症高齢者を老人ホーム等へ一時的
に緊急保護することにより、高齢者の身体面
の安全及び精神的安定の確保に努めていきま
す。

一時保護入所先の確保に努めていきます。

・契約している11施設と、連携・情報共
有を円滑に行い、緊急時には速やかに保護
する等の対応ができるように努めた。

・現在契約している施設において引き続
き、情報共有を円滑に行うことができるよ
う、連携を続ける。
 また、既存の施設に加えて、協力をいた
だける新たな施設確保に努めていきます。

37

57 3 高齢者の
権利擁護
の推進

1 成 年 後 見 制
度 の 利 用 促
進

深め、権利擁護に関する相談や対応の充実を図るととも
に、様々な機会・場や媒体を積極的に活用して、成年後
見制度の周知に努めていきます。

期発見・対応に向けた相談支援や見守り体制を充実し、
成年後見制度を安心して利用できる環境づくりを行って
いきます。

よう、また、契約や財産管理等の法律行為への支援を受
けることができるよう、成年後見制度の利用促進に努め
ていきます。

て周知していきます。

場合や親族との関係が疎遠となっているケースについて
は、必要に応じて、市長申立てによる適切な支援を行っ
ていきます。

防止に向け、判断能力が衰える前に対策をとることがで
きるよう、関係機関と連携し周知・啓発を図っていきま
す。

とが困難であったり、申し立てる親族がいなかったりす
る場合や、申し立ての経費や成年後見人等の報酬を負担
できない等の理由により制度を利用できない方に対し、
申し立ての支援や助成等を実施し、利用の支援を行って
いきます。

活し、地域社会に参加できるよう、本人に身近な親族や
福祉・医療・地域の関係者や後見人によるチームで関わ
り、協力して日常的に見守る体制づくりを進めていきま
す。

・成年後見制度における親族以外の後見人
である第三者後見人（弁護士、司法書士、
社会福祉士等）の１つである市民後見人を
大阪府と連携し養成するとともに市民後見
人の活動支援を行うものであり、市民後見
人養成講座等は、大阪府社会福祉協議会権
利擁護推進室に業務を委託し実施した。
オリエンテーションの実施・・・参加者２
名
基礎講習の実施・・・受講者２名
実務講習の実施・・・受講者２名
新規バンク登録者・・・１名（１名は途中
で辞退）
延べ登録者・・・９名（退会等により令和
６年度末時点では６名）
（福祉政策課）
・成年後見制度市長申立６件実施。
・報酬助成について、必要な人が適切に受
けることができるように要綱改正を行っ
た。
（高齢福祉課）

・令和６年度は門真市在住／在勤の基礎講
習等の受講者が２名であった。今後も参加
者増を図るため、広報等も含めた周知方法
の検討が必要である。
・判断能力が十分ではない人を早期に把握
するため、各種相談支援機関が、本人や関
係者からの相談を受け止め、必要な支援へ
つなぐ。
・権利擁護支援が必要な際には、本人が自
分らしく生活し、地域社会に参加できるよ
う、本人に身近な親族や福祉・医療・地域
の関係者や後見人によるチームで関わり、
協力して日常的に見守る体制づくりを進め
る。また、法律・福祉の専門職団体や関係
機関がチームを支援する体制づくりや中核
機関を設置するなど、適切に支援する地域
連携ネットワークの構築に努める。
（福祉政策課）
・今後も引き続き、必要に応じて申立支援
や助成等を実施していく。
（高齢福祉課）

38

57 3 高齢者の
権利擁護
の推進

2 ＜ 社 会 福 祉
協 議 会 事 業
＞ 日 常 生 活
自 立 支 援 事
業 の 利 用 促
進

や精神障がいのある人が必要なサービスを利
用し、日常生活自立支援事業での金銭管理の
支援を受けることができるよう、普及啓発に
よる利用の促進を支援していきます。

ために、事業のさらなる周知に努めていきま
す。

・普及啓発による利用の促進により相談は
あるが、契約に至らないケースもあり利用
者数は一定の人数を保っている。
・成年後見制度の周知が充実しておらず、
単に金銭管理のみを行うというケースも散
見されたため、専門職向けの啓発も取り組
んでいく必要があり、今後さらなる周知や
利用促進が必要である。

・判断能力が十分でない高齢者や知的障が
い、精神障がい等の方が必要なサービスを
利用し、日常生活自立支援事業での金銭管
理の支援を受けることができるよう、普及
啓発による利用の促進を支援していく。
・認知症高齢者の在宅生活を支援するため
に、事業のさらなる周知に努めていく。
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基本目標③：高齢者の尊厳の確保

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性

39

58 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

1 高齢者の虐
待防止 地域住民等との連携強化を図り、虐待

の早期発見と適切な対応に努めていき
ます。

等、高齢者虐待に関する様々な知識・
情報をはじめ、相談窓口に関する周
知・啓発を引き続き進めていきます。

ため、職員等の育成や研修を実施する
とともに、地域包括支援センター等関
係機関で構成する地域ケア会議・実務
者会議・ネットワーク会議を通じ、関
係機関とのさらなる連携強化に努めて
いきます。

・門真市高齢者虐待防止ネットワーク会議
実施日時　令和7年１月15日（水）
　　　　　午後２時から４時まで
参加者 　　医師会、歯科医師会、薬剤師
会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協
議会、大阪府福祉部高齢介護室介護支援
課、大阪府門真警察署、守口市門真市消防
組合門真消防署、事業者連絡会（各分科会
代表）、各包括（第１～第５）、関係各課
等
・門真市高齢者虐待防止ネットワーク実務
者会議
５月、７月、11月、３月の計４回開催

・引き続き、各関係機関に向けた研修を開
催し、連携強化を図りながら虐待の早期発
見にむけて努めていく。

40

60 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

2 養 介 護 施 設
従 事 者 等 に
よ る 虐 待 防
止

ながるよう、ストレスマネジメント等
の研修会を開催し、高齢者虐待に関す
る知識等の普及啓発に努めていきま
す。

厳を傷つけるだけでなく、身体的・精
神的にも大きな弊害を与えることか
ら、身体拘束ゼロに向けて、大阪府と
連携を図りながら、施設等に働きかけ
を行っていきます。

に、対応した事案の点検、検証を通じ
て、職員の虐待への対応技量の向上に
努めていきます。

体拘束の防止、早期発見につながるよ
う、資質の向上等に向けた研修等を開
催し、高齢者虐待に関する知識等の普
及啓発に引き続き取り組んでいきま
す。

知・啓発、職員の意識改革やサービス
の質の向上を目的に、養介護施設等に
対して、集団指導を年１回開催してい
きます。

・門真市高齢者虐待研修会
実施日時　令和6年９月24日（火）
　　　　　午後２時から午後４時まで
対象者　 　門真市内の介護施設及び介護
事業所などの養介護施設従事者等
　72名参加／定員85名（申込者87名）
テーマ　　「高齢者虐待防止法に準ずる対
応について」
・有料老人ホームに高齢者虐待の対応等に
ついて資料を送付し、指導・研修を実施し
た。

・引き続き、各関係機関に向けた研修を開
催し、連携強化を図りながら虐待の早期発
見にむけて努めていく。
・引き続き、有料老人ホームに適切な施設
運営に向けて、指導・研修を実施してい
く。

41

60 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

3 老 人 福 祉 施
設 へ の 入 所
措置

置が必要な状態にある高齢者に対し
て、早急な審査を行い、在宅で生活す
ることが困難な高齢者が安心して生活
することができるよう、引き続き養護
老人ホームへの適切な入所措置に努め
ていきます。

続についての検討を行い、住み慣れた
地域で安心して暮らせるよう支援して
いきます。

・養護老人ホーム措置入所者数
　令和６年４月１日時点措置入所者数12
人
　令和７年３月31日時点措置入所者数11
人
・養護老人ホーム入所判定委員会を実施
　日時　令和6年11月6日（水）
　　　　午後２時から４時まで
　委員　保健所長、医師、
            地域包括支援センター管理者 、
            老人福祉施設長、
            老人福祉指導主事、
            老人福祉担当者
　内容　新規入所者・退所者及び継続
            ケースについて

し、措置継続についての検討を行い、住み
慣れた地域で安心して暮らせるよう支援し
ていく。
・入所者の状態を確認し、養護老人ホーム
での生活継続の可否判断をして、必要に応
じて養護措置を廃止し必要な施設への入所
をすすめる。

42

61 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

4 小 学 校 ・ 中
学 校 に お け
る人権教育

題についての正しい知識、自他の人権
を尊重する態度と実践力を身につけた
子どもの育成を図っていきます。

徒への指導・啓発方法等について、教
職員がより深く理解し実践できるよ
う、引き続き研修会等を実施していき
ます。

 ・各小・中学校において人権教育年間指
導計画に基づいた取組を推進し、子ども達
が様々な人権問題について学ぶ機会を設定
した。
 ・教職員の人権感覚を高め、学校におけ
る人権　教育の充実を図るため、研修会等
を実施した。
・教員の働き方改革が求められる中、研修
会等の機会や質を確保しつつ、回数や内容
を精選していくことが課題である。

・今後も人権問題についての正しい知識、
自他の人権を尊重する態度と実践力を身に
つけた子どもの育成を図っていく。
・人権教育の意義や必要性、児童・生徒へ
の指導・啓発方法等について、教職員が理
解し実践できるよう、引き続き研修会等を
実施していく。

43

61 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

5 人 権 啓 発 の
推進 く講座開催の周知方法について、検討

していきます。

種人権課題をテーマに取り上げ、人権
講座「ともに生きる」を年５回の頻度
で開催していきます。その際、社会情
勢の変化に伴い新たに生じる人権課題
を積極的に取り上げ、分かりやすくか
つ適時な人権講座になるよう努めてい
きます。

の周知方法について検討していきま
す。

・人権講座「ともに生きる」を５回及び人
権週間記念のつどいトーク＆コンサートを
１回、人権啓発地域交流事業平和トーク＆
ソプラノを１回、計７回の講演会等を開催
し、正しい知識の普及や人権意識の醸成を
図った。
・従来のチラシ配架、市ホームページへの
掲載、市広報紙への掲載に加え、啓発用
ティッシュにチラシを折り込んで配布を実
施した。

・人権講座「ともに生きる」を年５回、人
権週間記念のつどいトーク＆コンサートを
年１回、人権啓発地域交流事業を年１回、
合計年７回の頻度で引き続き開催し、正し
い知識の普及や人権意識の醸成を図る。
・周知方法については、引き続き、より周
知効果の高い方法の検討をすすめる。

44

62 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

6 高 齢 者 か ら
の人権相談 としての認知を広めるため、様々な機

会を通して周知を行います。

・人権相談については、平日午前９時30
分から午後17時30分まで開設しており、
市ホームページ、市広報紙で周知するほ
か、12月に発行している人権週間特集号
への掲載、人権市民相談課作成のパンフ
レット「各種相談のご案内」へ掲載するな
ど、周知に努めた。

・左記の方法以外に、様々な機会を通して
周知を実施できるよう、引き続き、より周
知効果の高い方法の検討をすすめる。

基本施策 施策・事業
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基本目標③：高齢者の尊厳の確保

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

44

62 1 高齢者の
人権の尊
重と虐待
防止

7 矯 正 施 設 か
ら の 出 所 者
等 に 対 す る
支援の推進

関係機関及び関係各課と連携し、施策
の推進に努めていきます。

矯正施設出所後に円滑な社会復帰が可
能となるよう、再犯防止等の推進に関
する法律に基づき、取組を進めていき
ます。

生と犯罪や非行のない明るい地域社会
の実現のため、門真地区保護司会が行
う更生保護活動に対し、引き続き補助
金を交付します。

・門真市再犯防止推進計画に基づき、令和
７年３月に門真市再犯防止推進連絡会議
（関係機関等）を開催し、講演会や同計画
の実施状況の報告、関係機関等の取組の情
報共有を行いました。また、同月に門真市
再犯防止推進検討委員会（庁内）を書面開
催し、同計画の実施状況の報告を行った。
・同計画に基づく取組を推進した。
・門真地区保護司会が行う更生保護活動等
に対し、補助金を交付するとともに、同会
の活動拠点となる門真市更生保護サポート
センターの運営を支援した。また、更生保
護活動に係るチラシやリーフレットを配架
するなど周知・啓発を行った。

・門真市再犯防止推進計画に基づく取組を
推進するともに、次期計画（令和８年度
～）の策定や情報・課題の共有を行うた
め、連絡会議（関係機関等）及び検討委員
会（庁内）を開催する。
・門真地区保護司会が行う更生保護活動等
に対して、引き続き補助金の交付等の支援
を行う。

45

63 2 高齢者の
孤立防止

1 閉じこもり
予防と社会
参加機会の
提供

いづくりや社会参加の場となるよう様々な
活動を促進していきます。

ている老人クラブ連合会やシルバー人材セ
ンターをはじめ、生涯学習、生涯スポーツ
における様々な教室・講座について、広く
周知し実施することにより、地域活動に無
関心な高齢者の地域活動への参加促進に努
めていきます。

こもり防止及び介護予防に繋げるため、老
人クラブ活動について高齢者に周知してい
きます。

することにより、老人クラブ加入者の増加
を図り、閉じこもり防止及び介護予防に努
めていきます。

ター等で利用者ニーズに応じた各種講座の
実施や、フリーWi-Fi環境を活用したスマ
ホ教室や自宅等から参加が可能な介護予防
教室等の様々な教室の実施方法を検討し、
社会参加機会の創出に努めていきます。

齢者の外出に対する不安を払しょくするた
めの対策の検討を進めていきます。

・老人福祉センター等において、スマート
フォン等に不慣れな高齢者向けに、より理
解を深めるため、情報デバイスを用いた操
作方法講座や健康講座等を開催した。（教
養講座（大阪ガス、千成ヤクルト販売
㈱）、作品展示、感謝のつどい、クリスマ
ス交流会など）
・各老人クラブが友愛訪問事業や清掃奉仕
活動、地域見守り活動、教養講座開催事
業、スポーツ活動等を実施した。
・高齢者の外出支援のため、社会実験とし
て乗合タクシーを運行している。

・老人福祉センター等の活動について、指
定管理者と連携し、高齢者がお互いに趣味
やレクリエーションなどを通じて、介護予
防の役割も担い、今後もさらなる事業の展
開に努める。
・門真市公共施設再編計画により、老人福
祉センター等の移転や統合等が予定してい
るため、今後の施設のあり方について検討
する。
・老人クラブの活動について、市老人クラ
ブ連合会と連携するとともに、閉じこもり
防止及び介護予防に努める。
・外出支援について、介護関係者や高齢者
に情報が届くよう、関係者と連携する。

47

64 2 高齢者の
孤立防止

2 高 齢 者 の 地
域 活 動 へ の
参加促進

支援サービスや通いの場等の情報を掲載し、通
いの場や第１層生活支援サービス協議体におい
て、さらなる課題の共有、資源の把握、開発に
向けた取組について、意見交換や情報共有に努
めていきます。

し、ニーズの把握とインフォーマルサービスの
情報提供を行うとともに、サービスとニーズの
マッチングを進めることで、通いの場の拠点数
の増加に努めていきます。

て、閉じこもりがちな高齢者も参加できるよう
な地域活動の促進に努めていきます。

り、関係づくりに努めていきます。

ア活動）等を継続し実施していきます。

域活動の促進に努めていきます。

・地域の現状、ニーズ把握のため、圏域で
関係者での会議を実施した。
・高齢者の生活支援を行うインフォーマル
サービスの情報を収集し、社会資源情報サ
イトアヤムに掲載している。
・地域の通いの場が拡がるよう、第2層生
活支援支援コーディネーターが支援してい
る。

・高齢者が住み慣れた場所で長く生活がで
きるよう、多様な資源の収集発掘をしてい
く。
・各圏域で地域のニーズを把握する会議な
どを実施し、他圏域とも連携できるよう、
全体で話し合える場をつくる。
・インフォーマルサービスについて社会資
源情報サイトを活用し、掲載、発掘してい
く。
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基本目標④：生きがいづくりと社会参加の促進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性

49

65 1 生涯学
習・生涯
スポーツ
の推進

1 社会教育施
設における
各種講座の
充実

い、みんなで楽しめる教室・講座の開催に
努めるとともに、現在実施している各種教
室・講座の普及・周知を図っていきます。

野のみならず、健康づくりや介護予防に関
するものも多いことから、保健・医療・福
祉等、様々な分野で行われている各種講
座・教室との共同実施を行う等、創意工夫
を行っていきます。

方々に興味・関心を持って参加していただ
けるイベントや講座を計画・実施し、若者
へ向けてはＳＮＳを使った情報発信を行い
周知するとともに、高齢者世代においても
楽しくいきいきと生涯学習を行える土台づ
くりを継続して行っていきます。

・市民プラザや公民館において、健康分野
やスポーツ分野、頭の体操となる分野な
ど、様々なジャンルのイベントや講座に参
加できるかどま大学を開講した。
・他にも、おとなクッキング・子どもクッ
キングなどの高齢者向けやこども向けの講
座を開講し幅広い年代の方に参加していた
だけるよう、生涯学習に触れるきっかけづ
くりを行った。

・今後も、各施設において幅広い世代の
方々に興味・関心を持って参加していただ
けるイベントや講座を計画・実施し、若者
へ向けてはＳＮＳを使った情報発信を行い
周知するとともに、高齢者世代においても
楽しくいきいきと生涯学習を行える土台づ
くりを継続して行っていく。

50

65 1 生涯学
習・生涯
スポーツ
の推進

2 スポーツ・
レクリエー
ション活動
の機会の創
出

団体、社会体育施設指定管理者等との
連携を一層深めて事業を実施すること
で、市民それぞれのライフステージや
ライフスタイルに応じたスポーツ・レ
クリエーション活動の充実に努めてい
きます。

・総合型地域スポーツクラブと総合体育館
指定管理者指定管理者が連携して「医療連
携いきいきサポート運動教室」など年間４
０回以上の自主事業を実施した。
・例年３月に行っている春季スポーツ・レ
クリエーションフェスティバル（指定事
業）については、289人の参加者にスポー
ツの機会と幅広い年代の人に興味をもって
もらうようなニュースポーツ等のブースを
設けイベントを実施した。
・令和６年度の春季スポーツ・レクリエー
ションフェスティバルの実施は総合体育館
改修工事のため実施できなかった。

・引き続き、総合型地域スポーツクラブや
社会体育施設指定管理者と連携して、様々
な事業を実施し、社会体育施設が市民に
とって身近になるよう、さまざまな機会や
媒体を通じた周知を行うとともに、高齢者
をはじめ、幅広い年代の人が興味と関心を
持つような教室・講座の開催を目指す。
・令和７年１月から行っていた総合体育館
の改修工事の終了・引き渡しが４月末に行
われるため、令和６年度の春季スポーツ・
レクリエーションフェスティバルを実施で
きなかったが、スポーツ・レクリエーショ
ン活動に参加できる機会を設けるため、令
和７年度以降に開催できるよう指定管理者
と調整する。

51

85 1 生涯学
習・生涯
スポーツ
の推進

3 ま な び の 情
報提供 の各種媒体を活用し、各種イベントや

講座情報を幅広い世代に向けて発信
し、参加人数の増加につながるよう周
知していきます。

・情報誌やＳＮＳ等の各種媒体を活用し、
各種イベントや講座情報を幅広い世代に向
けて発信を行ってきた。

・今後も引き続き各種媒体を活用し、積極
的に情報を発信していく。

52

66 1 生涯学
習・生涯
スポーツ
の推進

4 活 動 の 場 の
確 保 ・ 活 躍
の場の創出

動、生涯スポーツ活動へのニーズに応
えるため、市民それぞれのライフス
テージやライフスタイルに応じた余暇
活動の充実に努めていきます。

ための場の確保、活動を通じて得た知
識、高齢者が培ってきた知識や経験が
活かせる場・機会の創出に努めていき
ます。

・令和６年９月に、生涯学習フェスティバ
ルを開催し、「展示」7団体、「体験」6
団体、「舞台発表」14団体が出展・出
演、約500名が来場した。（出展者等含
む）
・作品展示や舞台発表により、日頃の練習
の成果を発揮できる場となった。また、
「体験」においては初めて参加する団体も
あり、サークル同士で交流できる良い機会
となった。
・生涯スポーツ推進協議会が実施するス
ポーツ・レクリエーションフェスティバル
の開催をはじめ、門真市スポーツ推進委員
協議会が実施するスポーツ教室や紅葉
ウォーキング等で市民にニュースポーツ触
れてもらう機会を創出するなど、スポーツ
を推進する団体の活動やイベント等を周知
し、世代間交流を促した。

・引き続き、生涯学習活動や生涯スポーツ
活動のための場を確保する。利用者が培っ
てきた知識や経験が活かせる場・機会の創
出に努め、年に１度の生涯学習フェスティ
バルを開催する。

53

67 2 社会活動
の促進

1 老 人 ク ラ ブ
活動の促進 り、老後不安の解消、生きがいにつな

げるため、老人クラブ活動の周知・啓
発に努め、支援を継続していきます。

・各老人クラブが友愛訪問事業や清掃奉仕
活動、地域見守り活動、教養講座開催事
業、スポーツ活動等を実施した。
・老人クラブの会員数や老人クラブ数が減
少している。

・引き続き、高齢者の生きがいと健康づく
りに資する活動事業を促進し、明るい長寿
社会の実現と保健福祉の増進に支援してい
く。

54

67 2 社会活動
の促進

2 地 域 に お け
る ボ ラ ン
テ ィ ア ・ Ｎ
Ｐ Ｏ 活 動 の
促進

齢者がこれまでに培われた経験や知
識、技術等を活かせるようＮＰＯ法
人、地域団体、地域会議等やボラン
ティアとのマッチングをするととも
に、健康でいきいきと活動できるよ
う、様々な機会を捉え、ボランティア
活動の情報を提供する等の支援をして
いきます。

・市HPや広報における制度や活動の情報
などの紹介や、市民公益活動支援センター
を中心とした市民活動の環境づくりなどを
行ってきたものの、相談件数・NPO登録
団体数ともに、減少してきている。
・現在、ＮＰＯ法人、地域団体、地域会議
等とのマッチングを行う「まちづくり人材
バンク」の登録者は平成30年以降激減し
ており、令和７年６月現在は、個人６名、
団体が10団体、合計16の登録数となって
いる。
なお、活動実績に関しては、制度が開始
後、実績が９件であり、平成30年度以降
は活動実績が０件の状況が続いている。

・市民公益活動支援センターについては、
地域政策課に業務を一元化のうえ、令和８
年３月末をもって閉館する。
ボランティア活動については「門真市社会
福祉協議会」のボランティアセンターへの
登録を紹介していく。
　なお、以前から自治会とNPO団体のコ
ラボによる地域活動を目指しているがなか
なか難しい状況である。自治会の担い手が
少なくなっているので他のNPO団体を巻
き込んで地域活動を活発にしていきたい。

基本施策 施策・事業
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基本目標④：生きがいづくりと社会参加の促進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

55

68 2 社会活動
の促進

3 ＜ 社 会 福 祉
協 議 会 事 業
＞ ボ ラ ン
テ ィ ア セ ン
タ ー 事 業 の
推進

種ボランティア養成講座を開催できるよう
支援を行っていきます。

動支援を行っていきます。

うとともに、新たなボランティアニーズや
活動に焦点をあてた、体験型のボランティ
ア講座、男性の参加を促すプログラムの開
発、外国籍の市民のための日本語通訳ボラ
ンティアの養成等の多様なボランティアの
養成講座を検討し、生きがいづくりや社会
参加の促進を図っていきます。

ともに門真市ボランティアフェスティバル
を開催し、より多くの市民に活動を知って
もらえるよう支援を行っていきます。

法の手段を多様化することで、多くの市民
に講座に参加してもらう方法を模索してい
きます。

　ボランティア活動者の養成のため、各種９つ
のボランティア講座の開催支援を行っているほ
か、ボランティアの需給調整に係る相談対応、
その他ボランティア活動支援を行っています。
　令和6年度の実績としては、傾聴ボランティ
ア養成講座や認知症予防リーダー入門講座をは
じめ6つの多様なボランティア講座を開催し、
合計86名のボランティアを養成しました。ま
た、令和6年度時点で24名の個人ボランティア
と39団体のボランティア団体の登録を受け、
市内の高齢者施設等へのボランティア調整を含
めた、年間116件のボランティア需給調整を行
い、193名のボランティアの活動につなげまし
た。
　課題としては、ボランティア活動及びボラン
ティア人材にかかる周知が挙げられます。より
広く周知を行うことにより、ボランティアの一
層の養成を図れるほか、ボランティアを必要と
する方及び事業所等を支援できると考えます。

　令和7年度においても多様なボランティア講
座の開催支援を行うことにより、新たなボラン
ティアの養成を行うほか、ボランティアの需給
調整支援やボランティア活動支援を行います。
　ボランティア講座については例年実施する事
業に加え、令和7年度においては隔年実施の講
座の開催支援も行い、昨年度以上のボランティ
アの養成を目指します。
　また、門真市ボランティアフェスティバルの
開催によるボランティアの活動啓発やLINE、
InstagramといったSNS、ホームページ、広
報紙等、様々な広報手段を用いてボランティア
講座やボランティアの活動状況の啓発を行い、
広く市内のボランティアについて周知すること
により、一層のボランティア活動の推進を目指
します。

57

69 3 就労支援
の充実

1 シ ル バ ー 人
材 セ ン タ ー
活動の充実

供を確保し提供するとともに、高齢者
の豊かな経験や知識、技能を活かし、
生きがいの充実、社会参加の促進を
図っていきます。

動について、会員と役職員が一丸とな
り、各種イベント等を開催する中で周
知していきます。

る為にＤＸの活用と促進を目指してい
きます。

のニーズに対応した就労の場の開拓、
地域ニーズや現状を分析した戦略的な
事業のイノベーションを目指していき
ます。

無償のボランティア活動の育成を目指
していきます。

・請負・派遣・職業紹介事業を幅広く展開する
ことで就業機会を確保するとともに、入会会員
と積極的に面談することで高齢者の経験・知識
を就業先で活用していただき、生きがい充実・
社会参加の促進を図っていく。
・指定管理施設の自主企画や、ふるさと門真ま
つりを始めとした市内主要イベントに積極的に
参加することで活動を周知していく。
・会員クラウドサービスや公式ライン、ホーム
ページを活用し、必要な情報をタイムリーに発
信し、会員としての活動を豊かなものとしてい
く。
・農園事業や喫茶事業など、高齢者のニーズに
対応した就労の場を創出し、新たな事業を創出
するために地域の現状やニーズを分析してい
く。
・定期的な清掃ボランティア、イベントスタッ
フ、青色防犯パトロールなど各種のボランティ
ア活動を展開している。

・全国的にシルバー人材センター会員が減少傾
向にあり、当センターもその例外ではなく、積
極的な会員獲得及び就業先の獲得に取り組む必
要がある。
・現行の指定管理施設を今後も継続して獲得す
るとともに、イベント参加のためにかかる費用
を根移出する必要がある。
・高齢者のデジタルデバイドを解消するため
の、DX講習会や説明資料を作成・充実させる
必要がある。
・各事業にかかる費用を見直し、より効果の高
い事業に選択と集中を行う。
・ボランティアポイント制度を導入すること
で、活動を一元的に管理し、参画意欲を高めて
いく。

58

69 3 就労支援
の充実

2 就 労 の た め
の情報提供 努めていきます。

ワーク事業について周知していきま
す。

員の高齢化に伴い、就業機会の情報提
供と若手高齢者の入会に努めていきま
す。

広い年齢層のニーズにあった就業機会
の確保や提供のため、民間企業等に働
きかけを行っていきます。

つでも入会登録が出来る環境整備のた
め、Ｗｅｂによる入会説明会を実施し
ていきます。

員数及び就業機会の増加により事故や
トラブル等も想定されることから、よ
り一層の安全・適正就業の推進を支援
していきます。

・大阪府等関係機関からのちらし等を配架
することにより周知を行い、高年齢者に対
し就労機会の提供に努めた。
・「生涯現役支援窓口」を設置しているハ
ローワークについて、市のホームページに
掲載することで広く周知を行っている。
・ シルバー人材センターにおいて、後期
高齢者となった会員の方でも取り組みやす
い軽易な業務を開拓するとともに、会員の
就業事例や喜びの声を掲載した啓発資料を
活用し若手会員の獲得を図っている。
・ シルバー人材センターにおいて、市内
事業所に対し、訪問及びチラシ配布により
シルバー会員の積極的な登用を呼び掛けて
いる。
・ シルバー人材センターにおいて、Web
入会説明会の導入により、最短で1回の来
所にて会員登録が可能となった。
・ シルバー人材センターにおいて、安全
パトロール・安全研修・健康増進の呼びか
け等、定期的な活動により安全・適正就業
の推進を図っている。

・引き続き大阪府等関係機関からのちらし
等を配架することにより周知を行ない、高
年齢者に対し就労機会の提供に努める。
・引き続き「生涯現役支援窓口」を設置し
ているハローワークについて、市のホーム
ページに掲載することで広く周知に努め
る。
・ シルバー人材センターにおいて、80歳
以上の会員でも可能な就業先を検討する。
また、若手会員獲得のため、派遣会社に劣
らない広報・企画力を構築する。
・ シルバー人材センターにおいて、市内
事業所への呼びかけが十分でなく、営業の
機会を増やす。
・ シルバー人材センターにおいて、Web
入会を充実させ、来所0回でも登録が完了
するシステムの構築を目指す。
・ シルバー人材センターにおいて、清
掃、除草、配布など、職種毎の安全・トラ
ブル事例を検証し、より的確な研修・指導
を実践する。

59

70 3 就労支援
の充実

3 介 護 離 職 防
止 に 向 け た
家 族 支 援 の
実施

護者及び介護者の家庭状況を踏まえた適切
なケアマネジメントにより、必要なサービ
スにつなげていきます。

け、地域包括支援センターを中心に適切な
相談場所の周知や、同じ不安や悩みを抱え
る人が集まる介護者交流会を紹介する等、
介護者のレスパイトケア（介護休息)に努
めていきます。

関する相談について、実施時間や場所等検
討し、相談しやすい環境づくりを進めてい
きます。

室や家族介護者の相談を継続して実施して
いきます。

・地域包括支援センターにおいて家族介護
教室等を実施し、家族介護者への介護に関
する周知啓発を行いながら、相談を受ける
ことで家族介護者の支援を行った。
・認知症地域支援推進員による認知症相談
コーナーを実施し、認知症高齢者を支援す
る家族から相談を受け、早急に支援機関に
繋いだ。

・認知症高齢者の増加など支援が必要な高
齢者の増加し、その家族の数が増加するこ
とが想定されるため、引き続き地域包括支
援センターや関係機関と連携して、相談を
受けられる体制の構築や相談の機会を創出
していく。
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基本目標④：生きがいづくりと社会参加の促進

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

60

70 3 就労支援
の充実

4 介 護 人 材 確
保の実施 し、課題解決に向けた取組を検討して

いきます。

の連絡会において「介護・福祉人材確
保」に係る課題の共有、情報提供、意
見交換等を行い、関係機関と連携して
人材確保や定着促進を推進していきま
す。

材センターと連携し、介護人材に関す
る情報提供を広報紙等で行っていきま
す。

なるよう、養成研修の実施や周知方法
について検討していきます。

・総合事業における人材の確保のため、生
活援助サービス従事者研修を実施した。
・認知症に関する理解を促進するため、高
校や子ども食堂において、認定調査サポー
ター養成講座を実施するとともに、その活
動を広報に掲載する等、周知を行った。
・介護人材確保に向けて、大阪府主催の連
絡会において「介護・福祉人材確保」に係
る課題の共有、情報提供、意見交換等を行
い、関係機関と連携して人材確保や定着促
進を推進した。

・総合事業における人材の確保及び認定症
に関する理解を促進するため、令和７年度
も同様に実施する方向で検討している。
・介護人材確保に向けて、大阪府主催の連
絡会において「介護・福祉人材確保」に係
る課題の共有、情報提供、意見交換等を行
い、関係機関と連携して人材確保や定着促
進を推進していく。

61

71 4 世代間交
流等の推
進

1 老 人 福 祉 セ
ン タ ー 、 高
齢 者 ふ れ あ
い セ ン
タ ー 、 高 齢
者 交 流 サ ロ
ン で の 交 流
の促進

行事やレクリエーション活動におい
て、世代間交流事業等を実施していき
ます。

・指定管理者が敬老のイベントである感謝
のつどいを実施し、作品展示、小学校との
交流会、クリスマス交流会等を実施した。

・老人福祉センター等の活動について、指
定管理者と連携し、高齢者がお互いに趣味
やレクリエーションなどを通じて、介護予
防の役割も担い、今後もさらなる事業の展
開に努める。

62

72 4 世代間交
流等の推
進

2 保 育 所 、 幼
稚 園 、 学 校
等 で の 高 齢
者 と の 交 流
の促進

の参加促進を図るとともに、知識や技
術、経験等をいかした地域貢献につな
がるよう、小・中学校等での教育やク
ラブ活動での交流に引き続き取り組ん
でいきます。

凝らし、地域とのつながりを大切にし
た世代間交流を進めていきます。

り、学校と地域がより連携した取組を
進めていきます。具体的には、地域の
高齢者を学校に招待して学びの成果を
発表したり、地域の職場体験等による
子どもたちの将来を見据えた取組を増
やしたりといった学校だけでは完結し
ない学びを進めることで、世代間の交
流を増やし、子どもたちの将来を見据
えた学びを充実させていきます。

・公立認定こども園が地域の高齢者と年賀
状で交流した。実績回数１回。各感染症の
感染の不安もあることから、交流方法につ
いては検討が必要である。（保育幼稚園
課）
・門真市版キャリア教育を推進すること
で、キャリア教育の一環として学校と地域
の連携を進めることができた。具体的に
は、高齢者施設への訪問や行事への招待、
農作業指導や昔遊びを通しての交流などが
あげられ、多くの小中学校と世代間交流を
行うことができた。（学校教育課）

・引き続き、高齢者との年賀状での交流を
実施する。園の活動の中で工夫し、地域と
のつながりを大切にした交流を検討する。
（保育幼稚園課）
・引き続きキャリア教育を推進し、学校と
地域がより連携した取組を進めていく。ま
た、より多くの地域の人と学校が交流でき
るよう、学校の取組や行事等について地域
に発信していき、交流できる機会を増やし
ていく。（学校教育課）

63

72 4 世代間交
流等の推
進

3 地 域 で 応 援
す る 支 援 者
と 親 子 な ど
と の 世 代 間
交流の促進

きるスポーツ・レクリエーションフェ
スティバルを通じて、世代間交流を
図っていきます。

議会等の関係団体や関係機関との連携
を深め、スポーツ・レクリエーション
フェスティバル等の様々な事業を企画
し、スポーツ・レクリエーション活動
に関心のない人でも楽しむことができ
る体験会等を実施することで、参加者
を増やすとともに、世代間交流を行っ
ていきます。

・スポーツ・レクリエーションフェスティ
バルでは、令和６年11月10日、門真市民
プラザで開催し、2,950名の参加者に様々
な人が楽しむことができるニュースポーツ
や体力測定会を実施し、地域の支援者と参
加者の世代間交流を実現した。

・今後もスポーツ・レクリエーションフェ
スティバルはもちろん、様々な事業を企画
し、門真市生涯スポーツ推進協議会をはじ
めとした関係団体・機関との連携を深め、
スポーツ・レクリエーション活動に関心の
ない人でも楽しむことができる体験会等を
スポーツ・レクリエーションフェスティバ
ル等において実施することで、参加者を増
やすとともに、世代間交流を促していく。

64

73 4 世代間交
流等の推
進

4 各 種 生 涯 学
習 講 座 や
ニ ュ ー ス
ポ ー ツ を 活
用 し た 世 代
間 交 流 の 推
進

り組むことが出来るニュースポーツの
推進に取り組んでいきます。

応えられるよう、様々な講座を実施し
活動ができる場を提供していきます。

・年代を問わずあらゆる世代のニーズにこ
たえられるよう、高齢者向けやこども向け
の講座を設け学び・触れ合う機会を提供し
た。
・毎年、門真市スポーツ推進委員協議会が
実施するスポーツ教室・紅葉ウォーキン
グ・スリータッチボール交流会等で市民に
ニュースポーツ触れてもらう機会を創出す
るなど、スポーツを推進する団体の活動や
イベント等を周知し、世代間交流を促し
た。

・引き続き、あらゆる世代のニーズに応え
られるよう、様々なニュースポーツに触れ
合う機会を創出し活動ができる場を提供す
る。尚、現在行っているイベントをさらに
周知し参加者の増加にも努める。
・また、様々な団体と連携し幅広い世代で
取り組むことが出来るニュースポーツを推
進していく。
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基本目標⑤：住みやすい環境づくり

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性

65

74 1 福祉のま
ちづくり
の推進

1 道路交通環
境等の整
備・改善

握し、必要となる道路の改善手法を考
え、市内道路全体の整備の方向性を整
理しながら、高齢者が安全で利用しや
すい道路交通環境の整備に努めていき
ます。

・市内道路における問題箇所の対策につい
ては、歩道内の劣化した横断防止柵の改修
工事を実施し、高齢者が安全で利用しやす
い道路環境の整備に努めた。

・市内道路の問題箇所を総合的に把握する
ように努め、歩道のがたつきや勾配を緩や
かにして高齢者が安全に利用できる道路環
境の整備に努めていく。

66

74 1 福祉のま
ちづくり
の推進

2 市民に対す
る啓発の充
実

て、市民の交通マナーに対する意識啓
発を図っていきます。

については、交通安全運動キャンペー
ン、市ホームページへの掲載、ポス
ター掲示等あらゆる機会を通じて啓発
に努めていきます。

めをかけるため、高齢者運転免許自主
返納サポート制度について、引き続き
周知啓発を図っていきます。

・市民の交通マナーに対する意識啓発につ
いては、特に春・秋の全国交通安全運動期
間中においてキャンペーン活動の実施や、
市ホームページの活用やポスター掲示等に
よる啓発活動を継続的に実施している。
・高齢者運転免許証自主返納サポート制度
については、窓口でパンフレットを配布し
ており、啓発に努めている。

・交通安全運動キャンペーン等において、
市民の交通マナーに対する意識啓発を図っ
ていく。
・市民の交通マナーに対する意識啓発につ
いては、交通安全運動キャンペーン、市
ホームページへの掲載、ポスター掲示等あ
らゆる機会を通じて啓発に努めていきま
す。
・高齢者による交通事故の増加に歯止めを
かけるため、高齢者運転免許自主返納サ
ポート制度について、引き続き周知啓発を
図っていきます。

67

75 1 福祉のま
ちづくり
の推進

3 交 通 安 全 意
識 の 啓 発 の
充実

た交通安全教室を開催し、交通安全意
識の啓発を図っていきます。

り地域小学校にて実施される防犯キャ
ンペーンにおいて、交通安全や自転車
保険の啓発を実施していきます。

ンペーンにおいて、交通安全や自転車保険
加入の啓発を実施しています。

・警察と連携して、高齢者を対象とした交
通安全教室を開催し、交通安全意識の啓発
を図っていきます。
・引き続き、運転者講習会や交通安全期間
中でのキャンペーンにおいて、自転車保険
加入や自転車利用時のヘルメット着用の啓
発を実施していきます。

68

75 1 福祉のま
ちづくり
の推進

4 こ こ ろ の バ
リ ア フ リ ー
の啓発

自主的な福祉教育を推進していきま
す。

なく、地域住民を巻き込み、不安や不
便を抱える高齢者の日常生活に根ざし
た取組を展開していきます。

活動だけで終わるのではなく、子ども
たちの地域貢献学習（サービスラーニ
ング）として、地域で暮らす高齢者に
対して、子どもたちが実際に何ができ
るのかを考えて行動するプログラムを
実施し、地域貢献を通じて豊かな福祉
観を育むことをめざしていきます。

リーを育むために高齢者の疑似体験や
車いす体験等の体験学習を中心に、
様々なプログラムの取組を進めていき
ます。

　学校と連携して、福祉教育のプログラム
を実施することにより、 福祉教育の担い
手の養成と学校での自主的な福祉教育を推
進しています。プログラムの実施におい
て、地域住民を巻き込み、当事者の生活に
根ざした取組を展開しているほか、子ども
たちのサービスラーニングにつながるよ
う、子どもたちが実際に何ができるのかを
考えて行動するプログラムを実施し、豊か
な福祉観を育むことをめざしています。
　令和6年度においては、市内の小学校11
校と中学校3校に対して、計36回にわたる
福祉教育を実施しました。令和5年度以
降、学校との協働実践としてプログラムの
一部を学校で実施できるように資料等の提
供を行っているため、社協による協力回数
は目標値と比較して少なくなっています
が、今後とも各学校において広く福祉教育
に取り組みたいと考えています。

　令和7年度以降において、福祉教育の実
施校を増やしていけるように取り組んでい
きます。
　実施内容については、障がい者や高齢者
等それぞれのテーマに合わせた当事者の講
話をプログラムに積極的に取り入れること
により、当事者の感覚や想いに寄り添った
実践ができるように工夫していきます。
　また、学校と協働で取り組んでいくこと
に伴い、学校ごとのニーズと聞き取るとと
もに、当事者とも密に連携することで、実
践の中でより良いプログラムの作成に努め
ていきたいと考えています。

69

98 2 住宅対策
の推進

1 公 的 住 宅 の
整備 援助員を派遣し、安心して暮らせるよ

う取り組んでいきます。

開始当初と比べて、高齢者施設や介護
サービスが整備されているため、今後
の必要性について検討していきます。

413戸を令和７（2025）年度に竣工
の予定となっています。

・府営住宅であるふれあいシルバーハウジ
ングに生活援助員を派遣し、毎日の安否確
認・日常的な生活相談・緊急時の対応等を
行い、入居されている高齢者の在宅生活を
支援した。
・令和７年３月31日現在、 17 世帯が入
居しており、市町村民税額に応じて個人負
担がある。
（高齢福祉課）
＜取組状況＞令和７（2025）年度に竣工
予定のバリアフリー化された市営住宅413
戸について、工事を滞りなく行いました。
＜課題＞
住宅の構造上、エレベーターの設置が不可
能な住宅があり、これらの住宅についての
バリアフリー化が課題となっております。
（都市政策課）

・事業開始当初と比べて、高齢者施設や介
護サービスが整備されており、今後の必要
性について検討する。
（高齢福祉課）
　市営住宅につきましては、長寿命化計画
に基づき必要な修繕等を講じるとともに、
空き住戸については、公募を行い必要な方
が入居できるように取り組んでいきます。
（都市政策課）

70

77 2 住宅対策
の推進

2 有 料 老 人
ホ ー ム 等 の
立入検査

が安心して住み続けられるよう、有料
老人ホーム等立入検査において、健全
な施設の設置や運営の指導等を継続し
て実施していきます。

・有料老人ホーム等に立入検査を実施し、
必要な運営の指導等を実施した。
・有料老人ホームの設置件数が増加してお
り、苦情等が増加している。

・高齢者が安心して住み続けられるよう、
門真市有料老人ホーム設置運営指導指針に
沿って、健全な施設の設置や運営の指導を
行う等、継続して実施していく。

71

77 2 住宅対策
の推進

3 大阪あんぜ
ん・あんし
ん賃貸住宅
登録制度に
基づく民間
賃貸住宅情
報の提供

者世帯等が円滑に入居できるよう、大
阪府において実施されている「大阪あ
んぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」
について情報提供を行っていきます。

・大阪あんしん賃貸支援事業（あんしん賃
貸検索システム）のパンフレットを窓口で
配布、また電話や窓口等で問い合わせが
あった場合は、検索システムの情報提供を
行っている。（平成29年３月24日以降
は、大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録
制度が創設。）

・今後も左記に記載の内容を行っていく。

基本施策 施策・事業

24 / 32 ページ



基本目標⑤：住みやすい環境づくり

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

72

77 2 住宅対策
の推進

4 高 齢 者 向 け
住 宅 の 情 報
提供

内の整備状況を定期的に把握するとと
もに、希望者へサービス付き高齢者向
け住宅等の門真市内登録状況一覧や
サービス付き高齢者向け住宅情報提供
システム等による情報提供を行うこと
で、高齢者の必要な住まいの確保に努
めていきます。

・大阪府からの情報提供等により市内の整
備状況を把握し、希望者から電話や窓口等
で問い合わせがあった場合は、情報提供
（門真市内登録状況一覧やサービス付き高
齢者向け住宅情報提供システム等）を行っ
た。

・今後も左記に記載の内容を行っていく。

73

79 3 安全・安
心のまち
づくりの
推進

1 安 全 ・ 安 心
な ま ち づ く
りの充実

携し、小学校区内で防犯キャンペーン
や全国地域安全運動の防犯啓発等を引
き続き実施していきます。

カメラについて点検を行うとともに、
令和４年３月策定の門真市防犯カメラ
設置事業基本方針に基づき、自治会か
らの要望を基に警察と協議し、設置し
ていきます。

・様々な要望に対応できるよう、防災講話
の内容充実に努め、地震や台風に対する備
えなどをテーマとした防災講話を21回実
施したことで、市民及び地域社会における
防災意識の醸成に努めることができた。
・自治会での自主防災訓練の際には、消防
組合、消防団等と連携し、水消火器を用い
た消火訓練やＡＥＤの講習などを実施し
た。そのほか防災講話などの機会には、段
ボールベッドの組み立て体験や、マンホー
ルトイレの紹介なども積極的に行った。
・本市の総合防災訓練を実施し、多くの市
民が来場した。多くの企業等がブースに出
展して展示や体験コーナーを設けて来場者
に様々な災害対応体験をしていただくな
ど、市民向けの啓発活動に取り組んだ。

し、小学校区内で防犯キャンペーンや全国
地域安全運動の防犯啓発等を引き続き実施
していく。

メラについて点検を行うとともに、令和４
年３月策定の門真市防犯カメラ設置事業基
本方針に基づき、自治会からの要望を基に
警察と協議し、設置していく。

74

79 3 安全・安
心のまち
づくりの
推進

2 消 費 者 被 害
の 防 止 と 対
応

おいて高齢者、障がい者等の消費被害
を防止するため、新たな手法や視点で
の連携や取組を検討していきます。

ため、出前講座の周知に努めていきま
す。

内容について録音をする、特殊詐欺等
被害防止機器の無償貸与を継続して実
施することにより、被害の未然防止に
つなげていきます。

の相談割合が高く、また、インター
ネット通販の相談件数も増加傾向にあ
るため、被害未然のための周知・啓発
に取り組んでいきます。

・「門真市消費者安全確保地域協議会」に
ついて、令和６年度より、協議会の構成員
として、新たに「門真市介護保険サービス
事業者連絡会居宅介護支援分科会」が参入
した。
　本協議会を年に２回開催し、高齢者、障
がい者などの消費者被害の情報について、
構成員間で情報共有を行うとともに、見守
り活動に役立つ情報として、「見守り情報
誌」を４回発行した。また、協議会構成員
及び地域の見守り活動の方を対象に消費者
トラブルについて、クイズ形式で学ぶ研修
会を１回開催した。
・特殊詐欺等被害防止機器の貸与につい
て、50台（延べ台数４２０台）を貸し出
しすることができた。
・市内開催イベント等での啓発物品配布及
び相談員による「くらしの講座（出前講
座）」を実施した。広報、ホームページ、
シティナビタ、行政情報（市民課待合室の
モニター）にて注意喚起を行った。
　また、消費生活講座では、シニア層向け
のスマホ安全教室を開催し、スマホの操作
体験とあわせて、インターネット上の消費
者トラブルの紹介を行った。
市内イベント参加回数：10回
くらしの講座（出前講座）開催回数：11
回
消費生活講座開催回数：１回

 ・門真市消費者安全確保地域協議会にお
いて高齢者、障がい者等の消費被害を防止
するため、新たな手法や視点での連携や取
組を検討していきます。また、研修会につ
いては、研修内容や対象者などについて検
討していく。
・特殊詐欺や悪質商法の被害の防止のた
め、引き続き、くらしの講座（出前講座）
の周知に努めていく。
 特殊詐欺や悪質商法等の電話の会話内容
について録音をする、特殊詐欺等被害防止
機器の無償貸与を継続して実施できるよう
努めていく。
・消費者被害を未然に防止するため、相談
の多い年齢層や多発している消費者被害の
動向を注視し、引き続き周知・啓発に努め
ていく。

75

80 4 災害や感
染症対策
に係る体
制整備

1 防 災 知 識 の
普 及 と 災 害
時 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン
の実施

等からの防災講話等の要望に応えられ
るよう、より一層体制を整えるととも
に、守口市門真市消防組合、門真市消
防団とのさらなる連携を進め、市民及
び地域社会における防災意識の醸成に
努めていきます。

団等と連携し、自治会等の行事を活用
して、災害に関する知識の普及のた
め、防災講話や防災用品等の紹介等を
引き続き行っていきます。

時からいざというときの行動を想定し
た対応が図られるよう、市民向けの啓
発活動に取り組んでいきます。

・様々な要望に対応できるよう、防災講話
の内容充実に努め、地震や台風に対する備
えなどをテーマとした防災講話を21回実
施したことで、市民及び地域社会における
防災意識の醸成に努めることができた。
・自治会での自主防災訓練の際には、消防
組合、消防団等と連携し、水消火器を用い
た消火訓練やＡＥＤの講習などを実施し
た。そのほか防災講話などの機会には、段
ボールベッドの組み立て体験や、マンホー
ルトイレの紹介なども積極的に行った。
・本市の総合防災訓練を実施し、多くの市
民が来場した。多くの企業等がブースに出
展して展示や体験コーナーを設けて来場者
に様々な災害対応体験をしていただくな
ど、市民向けの啓発活動に取り組んだ。

・今後も、市民に対する防災講話の実施
や、市民による自主防災訓練への参加を積
極的に行い、市民向けの防災の啓発活動に
取り組む。
・防災講話や自主防災訓練の際には、守口
市門真市消防組合や門真市消防団などと連
携した訓練を取り入れるほか、防災用品や
備蓄物資の展示等を行い、自らの防災対策
の重要性を啓発していく。

76

80 4 災害や感
染症対策
に係る体
制整備

2 避 難 行 動 要
支 援 者 に 対
す る 支 援 体
制の構築

難行動支援の実施体制、実施手順、名
簿の保管方法、安否確認の方法等の方
策について引き続き検討を進めていき
ます。

引き続き、避難行動要支援者名簿の活
用について検討を進めていきます。

に応じ改訂し、市民への周知を図って
いきます。

減少していることから、支援者の確保
に努めるとともに、避難行動要支援者
の基準となる年齢の引き上げ等につい
て、検討していきます。

・避難行動要支援者の情報を関係各課より
収集して名簿を更新し、各避難所への備え
付けを行った。
・避難行動要支援者名簿の活用についての
取り組みは、引き続き、検討を進める。
・避難行動要支援者マニュアルは令和６年
３月に更新、４月に市ホームページに掲載
し、市民周知を図った。
・避難行動要支援者の要件については地域
防災計画に定められていることから、年齢
要件の変更の検討を進める。

・引き続き、避難行動要支援者の名簿は適
切に更新して避難所に備え付け、災害時に
参照して安否確認等に用いることができる
ようにする。
・関係各課と連携し、避難行動要支援者名
簿の活用について検討を進める。
・避難行動要支援者マニュアルは必要に応
じて適切に更新や改訂を実施し、市ホーム
ページ等で周知する。
・避難行動要支援者を支える支援者の確保
に努めるとともに、避難行動要支援者の基
準となる年齢の引き上げ等について、検討
する。
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77

81 4 災害や感
染症対策
に係る体
制整備

3 要 配 慮 者 の
福 祉 避 難 所
の確保

福祉避難所の開設及び運営に関する協
定を締結し、引き続き、災害時に避難
所で避難生活を送ることが困難な要配
慮者の二次的な避難所として、福祉避
難所の確保に努めていきます。

・６年度中に新たに福祉避難所に関する協
定を締結した施設はなかったが、協定済み
の施設に対し、連絡先、担当者、協定内容
の確認を行いました。課題としては、福祉
避難所の増設を図る必要がある。

・引き続き、災害時に避難所で避難生活を
送ることが困難な要配慮者の二次的な避難
所として、福祉避難所の確保に努めてい
く。

79

81 4 災害や感
染症対策
に係る体
制整備

4 継 続 的 な
サ ー ビ ス 提
供体制

ても、介護サービスが安定的・継続的
に提供される体制が整っていることが
重要なため、新型インフルエンザ等対
策の実施に関する計画等に基づき、体
制の構築等に努めていきます。

感染症、非常災害発生時のサービスの継続
実施及び早期の業務再開の計画（業務継続
計画）の策定及び必要な措置を講じている
かどうかを運営指導の際に確認した。

従業者に対する業務継続計画の周知、研修
及び訓練が定期的に行われているか引き続
き運営指導において確認を行う。周知、研
修及び訓練が実施できていない場合は、指
導を行い、介護サービスが安定的・継続的
に提供される体制が維持されるよう努め
る。
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基本目標⑥：総合的な推進体制の充実

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性

80

82 1 地域支援
体制の充
実

1 地域ケア会
議の推進 くる課題を蓄積の上、市での取り組み

が必要な課題について、日常生活圏域
での地域ケア会議で検討していきま
す。

て、自立支援・重度化防止の取組をさ
らに推進するため、リハビリ専門職同
行訪問の対象者を拡大していきます。

所型サービスＣ利用者の現状などから
市域の課題を抽出し、自立支援・重度
化防止に資する施策を検討していきま
す。

・地域包括支援センターが個別に相談業務
等において把握した困難事例などを地域ケ
ア会議を通して、検討や課題の共有を行っ
た。

・地域ケア会議を実施し、通所型サービス
Ｃ事業を運営する中で把握した課題等を関
係者間で共有及び検討した。また必要に応
じて、事例検討を行った。

・個別地域ケア会議及び圏域地域ケア会議
を地域包括支援センターが実施し、個別課
題の解決や地域課題の把握を行う。

・必要に応じてＣ型サービスの委託事業所
等と地域ケア会議を実施して、介護予防・
自立支援の軸となる事業の推進を図る。

81

84 1 地域支援
体制の充
実

2 ボランティ
ア・NPO団
体等のネッ
トワークづ
くりの推進

し、地域団体、ＮＰＯ法人、企業、大
学や地域会議等の領域を超えた幅広い
ネットワークの構築を図るため、マッ
チングやコーディネートを行うととも
に、ネットワークの構築を進め、協
働・共創のまちづくりを一層推進して
いきます。

・地域活性化まちづくり推進事業として、
ふれあい祭りやグラウンドゴルフ大会など
の事業を実施。

・地域会議においては、各中学校区で、防
犯や防災対策のための講話やパトロールを
行い、意識の向上を図った。また、老若男
女問わず参加可能なイベントを開催し、地
域内での世代間の交流を図った。

・課題として、自治会の高齢化や担い手不
足があることから、様々な団体と支え合い
ながら地域活動を推進し、地域課題の解決
に取り組む必要がある。

・地域課題の解決に向け、市内各中学校区
で設立された「地域会議」を中心に、地域
の見守り活動や世代間交流が図れるイベン
ト運営などの活動に対し、人的及び財政的
な支援を行い、さらなる活動の活性化に取
り組んでいく。

82

84 1 地域支援
体制の充
実

3 地 域 支 え 合
いの推進 児童委員、校区福祉委員、自治会等と

の連携を図り、支援の必要な高齢者の
早期把握・早期支援に努めていきま
す。

独居高齢者宅への訪問や安否確認等の
見守り活動、地域包括支援センターと
の研修会や意見交換等を、今後も引き
続き実施していきます。

し、行政だけでは十分に支援できない
部分について、民間企業の力を借り
て、地域全体の見守りの体制を整備し
ていきます。

活性化まちづくり推進事業や校区での
まつりを推進することで、人と人のつ
ながりや地域連携を強化していきま
す。また、全中学校区で地域会議が設
立したことにより、地域の見守り活動
や住民相互の交流等、地域課題解決に
取り組んでいきます。

・地域活性化まちづくり推進事業として、ふれあ
い祭りやグラウンドゴルフ大会などの事業を実施
した。
・地域会議においては、各中学校区で、防犯や防
災対策のための講話やパトロールを行い、意識の
向上を図った。また、老若男女問わず参加可能な
イベントを開催し、地域内での世代間の交流を
図った。
・課題として、自治会の高齢化や担い手不足があ
ることから、様々な団体と支え合いながら地域活
動を推進し、地域課題の解決に取り組む必要があ
る。
（地域政策課）
民生委員・児童委員全体では「フレイル予防につ
いて」研修を行い、各地区では、それぞれの地域
の特性にあわせて高齢者のお花見会や年賀状送
付、おせち料理の配達等を実施した。
また、独居高齢者宅訪問や安否確認等の見守り活
動を地域包括支援センターと実施し情報共有を
行った。
（福祉政策課）
・地域包括支援センターと自治会や民生委員等は
日頃の活動や会議等を通じて、顔の見える関係づ
くりを構築しております。そのため、自治会や民
生委員等が地域の高齢者に関して相談がある場合
には、地域包括支援センターに連絡が入るように
なってきている。
・高齢者の見守り協定先は19社である。協定締結
先より、異変のある高齢者に関して年間数件の通
報はあったが、令和６年度には通報なし。
（高齢福祉課）

・地域課題の解決に向け、市内各中学校区で設立
された「地域会議」を中心に、地域の見守り活動
や世代間交流が図れるイベント運営などの活動に
対し、人的及び財政的な支援を行い、さらなる活
動の活性化に取り組んでいく。
（地域政策課）
民生委員・児童委員の活動として、独居高齢者宅
への訪問や安否確認等の見守り活動、地域包括支
援センターとの情報共有や意見交換を行い、全体
研修をはじめ地区、部会においても問題提起しな
がら研修を重ね、今後も引き続き支援を実施して
いく。
（福祉政策課）
・新たに就任された民生委員や自治会長等は地域
包括支援センター自体をご存知ない方もいるた
め、各圏域で新たに就任された民生委員や自治会
長等に地域包括支援センターがセンターの役割等
を説明し、顔の見える関係づくりに努める。
・高齢者の見守り協定締結先には、異変のある高
齢者を発見した場合には、通報してもらうよう、
改めて周知を行う。
・高齢者の見守り協定締結先には、SOSネット
ワーク事業（徘徊等により行方不明になった高齢
者等が事故等に遭われることを防ぐために地域の
協力を得て早期に発見する取組）の協力事業者の
登録をしてもらうように依頼し、地域の見守り体
制の強化を図る。
（高齢福祉課）

83

87 2 情報提供
の充実

1 高齢者保健
福祉施策の
周知と利用
意識の啓発

校区福祉委員、地域包括支援センター
等にも協力を要請し、行事や交流の場
での啓発や周知に努め、市民が身近に
情報を手に入れることができる体制づ
くりを進めていきます。

スを高齢者が適切に利用するために、
広報紙や市ホームページ、市公共施設
窓口でのリーフレットの配架等により
周知していきます。また、外国人高齢
者への周知についても検討していきま
す。

配架や老人クラブや民生委員・児童委
員、校区福祉委員、地域包括支援セン
ター等にも協力を要請し周知を行って
いきます。

護保険事業においても市ホームページ
に掲載を行うため、多くの情報量を見
やすく表示するように工夫を行ってい
きます。

情報を適時提供できるよう努めていき
ます。

・高齢者保健福祉施策に関して、「みんな
で支える介護保険」冊子を作成し、高齢福
祉課窓口で相談された高齢者等に配布をし
た。また、地域包括支援センターや介護
サービス事業所等に配布し、活用いただい
た。
・より多くの住民に高齢者保健福祉施策を
周知するため、チラシを作成し、令和７年
１月号広報かどまに折込をした。
・市のホームページをリニューアルし、高
齢者保健福祉施策のそれぞれの事業に関し
てページを作成した。
・市公共施設窓口でのリーフレットの配架
等ができていなかった。
・大阪府作成の介護保険冊子（英語・韓国
語・中国語）を窓口に設置し、外国人高齢
者が来所された場合に、活用できる体制を
整えている。

・高齢者保健福祉施策に関して、「みんな
で支える介護保険」冊子を改訂し、引き続
き高齢福祉課、地域包括支援センターや介
護サービス事業所等で必要な方に配布し、
活用していく。
・チラシを作成し、引き続き広報かどま折
込を行う。
・市公共施設窓口でのリーフレットの配架
等が十分でなかったため、改訂した「みん
なで支える介護保険」冊子を配架する。
・大阪府作成の介護保険冊子（英語・韓国
語・中国語）を窓口に設置し、外国人高齢
者が来所された場合に、活用できるように
する。

基本施策 施策・事業
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基本目標⑥：総合的な推進体制の充実

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

84

88 2 情報提供
の充実

2 外国人や障
がいのある
高齢者への
情報提供

外国人が理解できるようにポケット型
音声翻訳機を引き続き活用していきま
す。

の広報紙の発行等の地域生活支援事業
による支援を行い、障がいのある高齢
者が情報の入手を容易にできるように
努めていきます。

通訳者や要約筆記者の派遣、遠隔手話
通訳の活用により、障がいのある人の
コミュニケーションを支援していきま
す。また、聴覚に障がいのある人との
意思疎通の支援をするため、手話奉仕
員養成講座・要約筆記講座や登録手話
通訳者を増やすための手話レベルアッ
プ講座を定期的に実施し、社会福祉協
議会等と連携しながら、意思疎通支援
を担う人材の育成を図っていきます。

段として、点字広報・声の広報・広報
紙拡大版を作成し、引き続き発行して
いきます。

・引き続き、障がいのある高齢者に声の広
報紙の発行等の地域生活支援事業による支
援を行い、障がいのある高齢者が情報の入
手を容易にできるよう努めた。
・聴覚障がいのある人に対して、依頼に基
づき、手話通訳者や要約筆記者の派遣を実
施。
遠隔手話通訳については利用希望がなく、
実績なし。
令和６年度派遣件数：手話通訳者436件、
要約筆記者61件
聴覚障がいのある人との意思疎通の支援を
するため、手話奉仕員養成講座を実施。
５名の手話奉仕員の養成を行った。
要約筆記講座については定員に満たず開催
実績なし。
手話レベルアップ講座を実施し、４名が受
講。

 引き続き、障がいのある高齢者に声の広
報紙の発行等の地域生活支援事業による支
援を行い、障がいのある高齢者が情報の入
手を容易にできるように努めていく。

 聴覚障がいのある人に対して、手話通訳
者や要約筆記者の派遣、遠隔手話通訳の活
用により、障がいのある人のコミュニケー
ションを支援していく。また、聴覚に障が
いのある人との意思疎通の支援をするた
め、手話奉仕員養成講座・要約筆記講座や
登録手話通訳者を増やすための手話レベル
アップ講座を定期的に実施し、社会福祉協
議会等と連携しながら、意思疎通支援を担
う人材の育成を図っていく。
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基本目標⑦：安定的な介護保険事業の実施

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性

89

89 1 安心でき
る介護保
険サービ
スの提供

1 安心できる
介護保険
サービスの
提供

で生活を続けていくことができるよ
う、地域の実情に応じた共生型サービ
スを含めた在宅サービスの推進を支援
し、必要なサービスが確保されるよう
努めていきます。

・くすのき広域連合の指定有効期間のある
総合事業の介護サービス事業所に関して
は、くすのき広域連合は解散したが、指定
有効期間を引継ぐため、必要なサービスが
確保されるように指導等を行った。
・門真市の実情に沿って、総合事業の建付
け等を行い、C型サービス拡充に向けて取
り組んだ。

・C型サービスを実施する事業所の拡充を
図るため、より多くの事業所に足を運び、
C型サービスの協力事業所となってもうよ
うに努めていく。

90

89 1 安心でき
る介護保
険サービ
スの提供

2 地域密着型
サービスの
充実

重度の要介護者、認知症の人、単身高
齢者等の在宅生活を支え、地域全体で
サービスの過不足が生じないよう、日
常生活圏域ごとに基盤整備の必要性を
検討していきます。

地域密着型通所介護の事業所の指定を行っ
た。
令和６年度地域密着型通所介護新規指定件
数２件

地域全体でサービスの過不足が生じないよ
う、日常生活圏域ごとのサービス量の把握
に努め、第10期計画に向けて必要性を検
討を行う。

91

91 1 安心でき
る介護保
険サービ
スの提供

3 施 設 サ ー ビ
スの充実 化防止（介護予防）による要介護認定

者数の推移等を勘案して、中長期的な
視点に立った施設サービスの推計必要
量を見込み、地域密着型を含めた介護
老人福祉施設や特定施設入居者生活介
護、認知症対応型共同生活介護等の施
設について、整備の検討を行っていき
ます。

・特別養護老人ホーム入所申込状況調査を
実施し、入所待機者の状況把握を行った。

・引き続き、入所待機者の状況把握に努め
第10期計画に向けて施設サービスの推計
必要量を見込、施設の整備の必要性につい
て検討を行う。

92

92 2 介護給付
適正化に
向けた取
組の推進

1 介護給付等
適正化に向
けた取り組
みの推進

象事業者等を集めた講習方式の集団指
導を実施し、事業運営の適正化を図っ
ていきます。

マネジメントに関する保険者の基本方
針や自立支援・重度化防止に資するケ
アマネジメントについての基本的な考
え方を示すとともに、研修会の開催や
地域ケア会議の活用等についての情報
発信を行っていきます。

・介護事業者に対し、介護サービスの内
容、人員・運営基準及び介護報酬改定等に
ついて理解を深めていただき、介護サービ
スの質の確保及び介護給付の適正化を図る
ため、集団指導をホームページに資料を掲
載する形式で開催した。
・居宅介護支援事業者に対して、自立支
援・重度化防止に関する研修会の開催を
行った。
・介護予防支援事業所（地域包括支援セン
ターを除く）が直接契約をした利用者のケ
アプランを保険者の基本方針に沿って確認
をし、サービス内容の検討や目標の明確化
等の助言を行っている。

・引き続き、集団指導を実施し、介護事業
者の介護の理解を深めていただき、介護
サービスの質の確保及び介護給付の適正化
に努める。
・居宅介護支援事業者に対して、引き続き
保険者の基本方針等を理解し、実践につな
げてもらうために引き続き研修会を開催す
る。
・介護予防支援事業所（地域包括支援セン
ターを除く）が直接契約をした利用者のケ
アプランの確認をし、適宜助言を行ってい
く。
・新たに介護予防サービスを利用する者の
状況をアセスメントし介護予防ケアマネジ
メント支援システムに入力すると、個々の
生活課題とその課題に対する介護予防計画
案が作成される、「ＩＣＴを活用した介護
給付費適正化事業」を開始する。また、
個々の利用者だけでなく、登録したデータ
を蓄積・分析することで、市全体の事業評
価・効果検証を行い、介護給付費の適正化
を図っていく。

93

92 2 介護給付
適正化に
向けた取
組の推進

2 認定調査体
制の充実 より、随時、認定調査員への指導を行

い、客観的かつ正確な資料に基づく適
正な認定に向けて取り組んでいきま
す。

・認定事務の一部を業務委託し、一貫した
スキルのもと、調査票の点検を全件実施し
た。また、点検において、選択誤りが多い
項目又は偏り等を把握し、認定調査業務の
大部分を委託している指定市町村事務受託
法人と意見交換会及び通知等を実施し、認
定調査の標準化を図った。

・引き続き、調査票の点検を全件実施し、
選択誤りの多い項目又は偏りを把握し、認
定調査の大半を委託している指定市町村事
務受託法人へ意見交換会及び通知等を実施
し、認定調査の標準化を図る。
・認定調査員へ国、大阪府の研修及びe-
ラーニング研修等、受講勧奨によりスキル
アップを図る。

94

92 2 介護給付
適正化に
向けた取
組の推進

3 介護認定審
査体制の充
実

定を行うため、国で定められた手順に
従い介護認定審査会を開催し、公正か
つ的確な要支援・要介護認定を実施し
ていきます。

・認定審査の適正化のため、認定事務の一
部を業務委託し、一貫したスキルのもと、
調査票及び主治医意見書の整合性をすべて
チェックした上で、すべての審査会委員に
対し、事前に審査会資料を送付した。
・認定審査の適正化とともに審査までの期
間短縮を図るため、認定調査票の授受方法
を郵送からインターネット経由で受け取る
方法に変更し、期間短縮に繋げた。また、
申請から審査までのプロセスごとにかかる
期間から課題を分析し、改善策を講じた。
・介護認定審査会の実施回数及び審査件数
　審査会回数　 ：228回
　審査件数　　 ：6,310件

・認定審査の適正化とともに審査までの期
間短縮を図るため、認定調査の問い合わせ
等にも時間を要しているため、指定市町村
事務受託法人と意見交換会及び通知等を実
施し、問い合わせ等の減少に繋げ、期間短
縮を図る。
・引き続き、申請から審査までのプロセス
ごとにかかる期間から課題を分析し、改善
策を講じていく。

95

93 3 介護サー
ビスの質
の向上

1 サービス提
供事業所へ
の指導・助
言

するため、効率的かつ効果的な指導や
監査を行います。

等対象サービスの取扱いや介護報酬の
請求等に関する事項について周知する
とともに、指定基準等に照らし、改善
が必要であれば適切な指導や助言を
行っていきます。

介護給付等対象サービスの質を確保するた
め、令和6年度運営指導実施計画を立て、
計画を基に事業所への指導を行った。
指定基準等に照らし、改善が必要な項目が
あれば、指導や助言を行い、改善を促し
た。

毎年度、運営指導実施計画を立て、計画を
基に運営指導を実施する。
指定基準等に照らし、改善が必要であれ
ば、引き続き適切ば指導や助言を行う。

基本施策 施策・事業
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基本目標⑦：安定的な介護保険事業の実施

番号 頁
第9期（令和６年度から令和８年度）

の
今後の取組内容

令和６年度
取組状況、実績、課題等

今後の方向性基本施策 施策・事業

96

93 3 介護サー
ビスの質
の向上

2  介護支援専
門員（ケア
マネ
ジャー）へ
の支援

者に寄り添った適切なサービスの提供
につながるプランとなるようケアプラ
ンの点検を行い、介護保険サービスや
ケアマネジメント等の質の向上を図っ
ていきます。

けるために、保険者と介護支援専門員
の意思疎通を図ることを目的とし、利
用者に寄り添った内容のプランができ
ているか、そのためのプロセスができ
ているか等の点検を介護支援専門員と
協働で行っていきます。

・要介護５で福祉用具貸与「歩行器」
「杖」「徘徊感知器」を支給しているケー
スや区分支給限度額の一定割合超過ケース
に関して、ヒアリングシート送付や面談を
実施し、介護支援専門員への気づくとなる
ように保険者より助言等を行った。
・介護予防支援事業所の指定した事業所が
利用者と直接契約した介護予防支援に関し
て、プラン提出を依頼し、保険者からの助
言等を行った。
・地域包括支援センターが事業者連絡会居
宅介護支援支援分科会と協力し、介護支援
専門員の資質向上を目的に法定外研修を開
催した。
・門真市が法定外研修を開催した。
令和７年１月24日　59名参加
テーマ「介護予防ケアマネジメント（軽度
者支援）とは」

・介護予防支援事業所の指定した事業所が
利用者と直接契約した介護予防支援に関し
て、プラン提出を依頼し、保険者からの助
言等を引き続き行う。
・地域包括支援センターが事業者連絡会居
宅介護支援支援分科会と協力し、介護支援
専門員の資質向上を目的に法定外研修を引
き続き開催する。
・ケースを抽出し、面談やヒアリングシー
トの送付等を通して、保険者より助言等を
引き続き行う。

97

94 4 介護人材
の確保・
業務効率
化の取組
の強化

1 介護人材の
確保・定着
支援

2023」を踏まえ、大阪福祉人材支援
センターや門真市介護保険サービス事
業者連絡会等の関係機関と連携し、介
護人材の確保に取り組んでいきます。

・認知症に関する理解を促進するため、高
校や子ども食堂において、認知症サポー
ター養成講座を実施するとともに、その活
動を広報に掲載する等、周知を行った。
・門真市が後援し、門真市特養施設長連絡
会主催において、介護と福祉の就職フェア
を開催した。
・訪問型サービスA（緩和型）の従事者を
要請する生活援助サービス従事者研修の開
催をした。

・大阪府主催の連絡会において「介護・福
祉人材確保」に係る課題の共有、情報提
供、意見交換等を行い、関係機関と連携し
て人材確保や定着促進を推進していく。
・引き続き、門真市特養施設長連絡会が主
催する介護と福祉の就職フェアへの協力
や、生活援助サービス従事者研修を開催
し、介護人材の確保に努めていく。

98

94 4 介護人材
の確保・
業務効率
化の取組
の強化

2 業務効率化
の取組の強
化

業務効率化、元気高齢者を含めた介護
人材の確保・定着、介護という仕事の
魅力発信等、介護現場のイメージ刷新
に努めていきます。

書類の簡素化等、業務効率化に向けて
国、大阪府、関係団体等と連携して取
組を進めていきます。

・介護ロボットやICT活用等に関して、大
阪府の補助金等の対象になることを周知し
ている。
・各種申請書類に関しては、国の電子申請
機能「ぴったりサービス」で申請ができる
ようにし、業務効率化を図っている。
・介護サービス事業所の指定（新規・更
新）申請等に関して、国の標準様式に従
い、添付書類の簡素化を図った。

・府や国の動きに応じて、門真市として取
り組んでいく。
・介護サービス事業所の指定（新規・更
新）申請等に関しては、電子申請届出サー
ビスを活用していく。
・各種申請書類に関しては、「ぴったり
サービス」を活用する。
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３．各指標について

番号 指標 単位
令和５年度
実績値

令和６年度
目標値

令和６年度
実績値

令和７年度目標
値

令和６年度の目標値と実績値の差の主な理由 頁

1 介護予防教室の年間参加者数 人 1,690 1,800 1,477 1,900

目標値からの乖離に関しては、様々なテーマで介
護予防教室を開催しているが、継続参加者が多
く、新規参加者数が少ないことが要因である。ま
た、高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施事
業等の高齢者向け教室との参加者の取り合いの状
況になり、参加者数が伸びなかった。

37

2
通いの場（「いきいき百歳体操」
等）の設置箇所数

箇所 70 75 83 80
10期では「通いの場の実施箇所数」に統一したい
です。いきいき百歳体操にはこだわらない形とし
ていきたい。

37

3 通所型サービスＣの利用実人数 人 70 120 40 150
既存の事業所が事業を廃止したため。利用実人数
が落ち込んだ。

38

4 通所型サービスＣの事業所数 箇所 4 5 2 5
運営の困難さがあり、既存の事業所が事業を廃止
したため。

38

5
地域リハビリテーション活動支援事
業（専門職派遣）によるケアマネジ
メント支援

箇所 30 150 117 170
３疾患・その他精神疾患に該当するケースやリハ
ビリ専門職の関与があるケースが想定よりも少な
かったため。

38

6
「歩こうよ・歩こうね」
運動事業の登録人数

人 758 780 657 790 老人クラブの会員数が減少しているため 40

7 介護予防教室開催数 回 77 85 83 90 大きな乖離なし 40

8
介護予防教室参加者数
（延べ）

人 1,170 1,275 1,477 1,350
様々なテーマで介護予防教室を開催しているた
め、継続参加者に加えて、新規参加者の確保がで
きたことが要因である。

40

9 通いの場の実施団体数 団体 70 71 80 72 地域の通いの場醸成の意識が高まっているため。 42

10 いきいき百歳体操の実施団体数 団体 42 43 52 44 地域の体操への意識の醸成が高まっているため。 42

11
街かどデイハウス通所事業の延べ参
加人数

人 3,000 3,100 2,708 3,200
知人同士の紹介で参加される方がいるものの、実
績値には届かなかった。より広い周知が必要であ
る。

42

12 総合相談 件 3,500 3,700 4,862 3,900
地域包括支援センターが高齢者の総合相談窓口と
いう周知が少しづつ図られており、相談件数が増
えている。

43

13
ふれあいサポート収集の延べ登録世
帯数

世帯 111 128 125 145 登録時に長期入院及び、転出，死亡が理由 44

14 紙おむつ給付サービスの利用者数 人 44 55 57 60
高齢化社会の中、需要は増加するのではと思う
が、約10年間の実績を比べ、今のところ大きな変
動はない。

45

15 ふとん丸洗いサービスの利用者数 人 0 8 1 10

年々減少傾向にある。衛生管理が整っている施設
での生活やﾍﾙﾊﾟｰ派遣が背景にあり布団も昔より
安価で購入できる物もあることも理由の１つと思
われる。

45

16
ハウスクリーニングサービスの利用
者数

人 2 7 0 8

介護保険サービスを利用する前に実施したい等、
該当しない問い合わせはあるが、対象である介護
認定を受けた方は、ﾍﾙﾊﾟｰ派遣をされるため申請
に至らないケースがあった。

46

17 車いすの貸与の利用者数 人 361 350 380 360
車いすも大きな変動はない。介護保険を利用され
ていても一時利用の希望があったり65歳以下で
サービスがまだ使えない方の利用もある。

46

18 多職種連携研修会の参加者数 人 130 140 120 150
数年前まではオンライン開催をし、現地での開催
へと変更した。現地開催のため、会場のキャパシ
ティ的に120名程度が限界である。

47

19
小地域ネットワーク活動参加延べ人
数（高齢者）

人 15,000 20,000 17,057 20,000

令和５年度実績値は上回ったものの、新たな参加
者が大きく増えず目標値を下回った。今後は、活
動の周知方法を工夫するなどして新たな参加者の
取り込みを図る。

48

20
救急医療情報キット申請者
実人数

人 8,951 8,991 9,049 9,031
令和6年度については地域の集まり等でキットの
啓発をしてもらえ申請者が増加したため

49

21 認知症サポーター養成数 人 7,790 8,390 8,766 9,090
チラシや動画の作成をし、より多くの方が認知症
サポーター養成講座を受講いただけた。

51

22 認知症ジュニアサポーター延人数 人 150 300 3 450

小中学校に働きかけを行い、認知症ジュニアサ
ポータ養成を打診しているが、小中学校のニーズ
が車いす体験等のため講座の開催までには至って
いない。

51

23 認知症カフェ数 箇所 6 7 5 8
認知症カフェを新たに開所してもらうように地域
包括支援センターが働きかけをしているが、立ち
上げまでには至っていない。

52

24
認知症初期集中支援チーム（門真オ
レンジチーム）の相談件数

件 5 6 1 6

チームの発動を検討したケースもあるが結局医療
機関等への受診につながったため、発動に至らな
かった。
※相談件数ではなく、発動件数件数を計上

54

25 高齢者の見守りに関する協定 件 22 23 22 24

新規での協定がなく、企業等からの問い合わせは
なかった。ただ、大阪府においても高齢者にやさ
しい地域づくり協定を締結しており、締結先企業
に対して協力依頼等をしている。

55

26
緊急一時保護のための一時保護入所
先

箇所 11 12 11 12 追加で委託できる施設がなかったため。 56

27
門真市高齢者虐待防止研修会の参加
人数

人 60 100 72 100
会議室の定員限度があったことと当日キャンセル
があったため

60

28 人権講座の延べ参加人数（全数） 人 250 250 198 260
関係団体の総会などに合わせて開催しているが、
総会参加者が減少傾向にあるため。

61

29
人権講座の延べ参加人数（高齢者の
人権がテーマ）

人 0 50 27 52
関係団体の総会に合わせて開催したが、総会参加
者が想定より下回ったため。

61
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３．各指標について

番号 指標 単位
令和５年度
実績値

令和６年度
目標値

令和６年度
実績値

令和７年度目標
値

令和６年度の目標値と実績値の差の主な理由 頁

30 人権相談件数（全数） 件 350 350 418 350 複数回利用する相談者が増加したため。 62

31 人権相談件数（高齢者のみ） 件 78 74 51 74 複数回利用する相談者が減少したため。 62

32 門真市老人クラブ連合会の会員数 人 5,555 5,560 4,891 5,570 会員の高齢化や担い手不足 63

33
老人福祉センター等での講座等開催
回数（サークル含まず）

回 440 450 1,039 460 指定管理者の多様な講座等の企画開催による 63

34
「歩こうよ・歩こうね」運動事業の
参加人数

人 758 760 589 770 老人クラブの会員数が減少しているため 64

35
スポーツ・レクリエーション事業参
加者数

人 6,923 7,600 7,124 7600 会員の高齢化や担い手不足 65

36 老人クラブのクラブ数 クラブ 111 112 92 113 会員の高齢化や担い手不足 67

37 地域会議事業数 件 23 25 38 25
地域会議代表者会議による意見交流・意見交換に
より、各地域の活動が活発化したため。

67

38
ボランティアセンターでのボラン
ティア養成人数

人 101 94 86 96

隔年実施の養成講座が3講座(要約筆記、点訳、手
話通訳)あり、養成人数が減少している。令和7年
度は実施年度になるため、養成人数も増加する見
込みがある。

68

39 シルバー会員数 人 1,700 1,700 1,457 1,750
入会者数が減少したこと。退会抑止の取組が上手
く機能できなかった。

69

40 ボランテイア活動数 回 22 24 25 24
天候理由によりより中止日があった。大阪万博駅
伝に参加した。

69

41
老人福祉センター・高齢者ふれあい
センター・地域高齢者交流サロンで
の世代間交流回数

回 0 2 4 2 指定管理者が小学校との交流会等を開催したため 71

42
老人福祉センター・高齢者ふれあい
センター・地域高齢者交流サロンで
の世代間交流参加人数

人 0 100 215 200 指定管理者が小学校との交流会等を開催したため 71

43 交通安全施設整備箇所数 箇所 20 20 17 20
市民からの要望等が目標値に満たなかったた
め。

74

44 運転者講習会（春・秋）の参加人数 人 200 220 128 240
平日昼間開催での回の参加者が見込みより
少なかったため。

74

45 福祉教育の実施回数 回 27 50 36 50

令和5年度以降、学校との協働実践としてプログ
ラムの一部を学校で実施できるよう資料等の提供
を行っているため、社協としての協力回数は減少
しているが、協力校は年度ごとに増加している。

75

46 有料老人ホーム等立入検査数 件 4 5 5 6 同値 77

47 防犯カメラ設置新規台数 台 50 50 50 50 同値 78

48 防犯カメラ延べ台数 台 514 564 568 614 道路公園課にて追加で４基設置したため 78

49
特殊詐欺等被害防止機器貸与数延べ
台数

台 370 420 420 470 同値 79

50 出前講座開催回数 回 13 15 11 15
出前講座（くらしの講座）の依頼件数が想定より
少なかったため。

79

51 防災講話の開催回数 回 10 10 21 10
市民・自治会等や事業所等の災害危機意識が高
まっていると考えられ、防災の取組みが増えつつ
あると思われます。

80

52 地域ケア会議（個別） 件 37 39 23 41

困難ケースの際に個別地域ケア会議を開催をする
が至急対応しないといけないケーズが多く、個別
地域ケア会議の開催せずに、支援に動くケースが
多い。

82

53 地域ケア会議（圏域） 件 9 10 7 11 大きな乖離なし 82

54
市民公益活動支援センターでのマッ
チング数

件 15 20 1 20 相談件数・登録団体数の減少による。 84

55 校区門真まつり 件 7 7 5 7 開催予定であったが天候不良により中止。 84

56 地域活性化まちづくり推進事業 件 13 15 16 15 新たな世代間交流を図るイベントが実施された。 84

57 ケアプラン点検数 件 77 100 94 100 大きな乖離なし 92

58 市指定事業所の運営指導数 件 17 18 20 18 大きな乖離なし 92
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